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4 カーノレ5世那事裁判令試訳〔第 l条第 77条) (以上 37巻 1・2号)

向 上 〔第 78条ー第 156条) (以上本号)

最終裁判期日の指定

第 78条 同じく，弾劾人が，被告人自身の自白又は上に定めるように提出され

尋問された証人の終局的な証言，及び弁論1)に基づき，最終裁判期日 (entlicher

rechttag) 2)を申し立てるときは，弾劾人に対し最終裁判期日が速やかに指定されな

ければならない。弾劾人が最終裁判期日~申し立てない場合において，被告人の申

立てがあるときは，最終裁判期日が指定されなければならない。

裁判期日が被告人に告知されなければならない

第 79条 同じく，弾劾人の申立てに基づき最終裁判期日において刑を執行する

ときは，被告人が罪に想いを致し，嘆き，合解するしかるべき機会を与えるため，

執行 3日前にこれが告知されなければならない。被告人が聖なる秘践に与ることを

望むときは，拒むことなく被告人をしてこれに与らせなければならない。告解の後

においても，慣例に従い，良き至福の事柄 (guteselige dinge) (ロ信仰と救済〕につい

て被告人に訓戒する者を，獄舎にある被告人の許に赴かせなければならない。死刑

執行のため引致する等に燦し，理性を衰えさせる過多の飲料を与えではならない。
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裁判所の召集

第 80条 同じしそれぞれの地の良き慣習に従い，裁判所が召集されなければ

ならない3)。

裁判期日前に行われるべき参審人の評議

第 81条 同じく，裁判官及び参審人は， (最終〕裁判期日の前に，全ての記録4)

合朗読させなければならない。全ての申立ては，以下の 181条に定めるように，整

然と記録され，裁判官及び参審人に提出されなければならない。しかる後，裁判官

及び参審人は評議を行い，いかなる判決念下すかを決定しなければならない。疑義

があるときは，裁判官及び参審人は法有識者又は本令の末尾に定めるところに助言

を求めなければならない。次いで，判決の宣告 (offnung)について以下 (=94条以

下〕に定めるところに従い，最終裁判期日において判決が速やかに宣告がなされる

よう，決定された判決を， I向じく，朕及び神聖帝国の本令に従い云々Jをもって

始まる 1開条に定める形式に従い訴訟記録に録取させなければならない5)。

最終〔刑事〕裁判所の構成及び鐘による告知

第 82条 向じく，裁判期日 (gerichtstag)において，慣例の時刻となるとき，慣

例の鐙を鳴らし死刑執行を告げ知らせることができる。裁判官及び参審人は，良き

慣習に従い裁判念行う所とされている場所に赴かなければならない。裁判官は参審

人に着座を命じ，裁判官もまた，その地の領邦慣行に従い，杖又は抜剣そ握り，手

続の終了まで威厳をもって着座しなければならない。

朕及び神聖帝国本令を所持し，必要なるときは当事者に示すべきこと

第 83条 同じく，全ての刑事訴訟手続を行うに際し，裁判官及び参審人は朕の

本令 (diseunsere ordnung vnd satzung)を所持し，これに従い手続を行わなければ

ならない。当事者 (diepartheien)が自己のために必要とするときは，本令を遵守

しかっ本令に関する不知により不利援を蒙り(verkurzen)危険にl察されることのな

いよう 6)，その申立てに基づき本令につき教示しなければならない。当事者が朕の

本令の条文を必要とするときは，申立てに基づき，必要とする条文の写しを適切な

対価と引換えに交付しなければならない。
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〔翻訳〕カーノレ5世刑事裁判令 (1532年)試訳 (2)

裁判所の構成が適法であるか否かに撰する裁判官の向いについて

第 84条 同じく，以上のように裁判所が構成されたとき，裁判官は，各参審人

に， fNよ，我は汝に，最終刑事裁判所が適法に構成されているか否かを開うJと

質すことができる。最終刑事裁判所の構成が 7名又は 8名を下らないときは，各参

審人は， f裁判官殿，最終刑事裁判所は，カーノレ5世皇帝及び神聖帝国裁判令に従

い適法に構成されおりますJと答弁しなければならない。

被告人はいかなる場合に公然と晒し台に晒されるべきか

第 85条 同じく，被告人に対し刑事罰が最終的に決定されたとき，判決前又は

判決後暫時市場又は広場lこ公然と犯人を晒し台に栖す慣習のある地においては，そ

の慣習もまた遵守されなければならない。

被告人は裁判所に引致されなければならない

第 86条 河じく， しかる後[=裁判所が適法に構成された後〕裁判官は， しかる

べく警護の上，被告人が刑吏及び廷吏により裁判所に引致されるべきことを命じな

ければならない。

被告人の呼出しについて

第 87条 悶じく，犯人の呼出し (beschreien)は，この段階において，弾劾人の

立会いのよその申立てに基づき，各裁判所の良き慣行に従い行われなければならな

い。被告人の無罪が明らかとなり，弾劾人が訴訟を迫行する意思を手寄せず，被告人

が訴訟〔の続行〕を求めるときは，かかる呼出しは〔訴訟の続行に〕必要的ではな

し、。

代弁人について

第 88条 問じく，弾劾人及び被告人いずれの当事者も，申立てにより，裁判所

の中から代弁人(ぬrsprech)を選任することが許されなければならない。代弁人は，

宣誓を行い，正義，真実及び朕が定める本令〔の実現〕を推進し，知情及び意図の

上故意 (geurlichkeit) をもってこれらを妨げ，校げることがあってはならない。こ

れは，裁判官により，その義務として命ぜられなければならない。ただし，弾劾人

の代弁人であった当該参審人は爾後判決作成から退き7)，その他の裁判官及び参審

人が手続を行わなければならない。代弁人 (r吋 ner)8)を参審人若しくは他から選任
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するか，又は自ら陳述する (reden)かは，弾劾人及び被告人 (antwurter)の意思に

委ねられなければならない。弾劾人及び被告人が宣誓せる裁判所参審人以外の者を

代弁入として選任するときは，当該代弁人は予め裁判官に対し，参審人の中から選

任された代弁人について本条が上に定めるところを，弁論に際し遵守する旨宣誓し

なければならない。

同じく，弾劾に関する次条においては，代弁人は，文字Aの箇所に弾劾人の氏

名，文字 Bの箇所には被告人の氏名を挙げ，さらに文字 Cの筒所lこは，各犯行に付

せられる謀殺，強盗，窃盗，放火又はその他の名称を最も簡潔に示さなければなら

ない。弾劾が職権によるときは，この種の弾劾においては常に，弾劾人の氏名とと

もに，弾劾が官憲及び職権によるものであること (Klagvon der oberkeyt vnd ampts 

wegen)を明示すべきことに，特に留意しなければならない9)。

Jfi議権又はその他により〔選任され〕弾劾を行う代弁人の申立て10)

第89条 「裁判官殿，弾劾人Aは，既に賢官の許になされた弾劾により，犯行

Cぞ理由lこ裁判所に現に引致されている犯人 B密猟劾し，以下のように申し立て

ます11)。すなわち，愛官が当該弾劾に関し，称えられるべき正統なるカール5世

及び神聖帝国刑事裁判令に従いしかるべく行われかっ作成提出された全ての弁論及

び書面を入念に考量され， しかして，有罪とされた犯行につき被告人が，最終判決

(entliches vrtheyl vnd recht)により，本裁判所の定めるところに従い正当かつ適法

に刑事罰に処せられるべきことを，申し立てますJ。

同じく，代弁人が上に定める弾劾及び申立てを口頭で行うことができないとき

は， これを書面として裁判所に提出し，かつ， r裁判官殿，提出の書面中弾劾人の

弾劾及び申立てに係る部分を朗読することを書記lこ命ぜられることを申し立てま

すJ， と煉述することができる。

被告人は代弁人をして何をどのように申し立てさせることができるか

第 90条 向じく，上[=60条， 67条]に十分なる証明及び確実なる自白につい

て明確に定めるように，被告人が，既に確実に (bestendigerweis)犯行を自白し，

又は，犯行について十分に有罪を証明されているときは，被告人はただ慈悲を乞い

又は〔代弁人をして〕乞わせることができる。しかし，被告人が犯行を自白せざる

とき，又は，責めに帰せられている犯行を自白したが，刑事罰を免れるべき事由を

主張するときは，その代弁人をして以下のように申し立てさせることができる。
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〔翻訳〕カー}V5世刑事裁判令 (1532年)試訳 (2)

同じく，以下において12)，Bの箇所には被告人， Aの笥所には弾劾人， Cの箇所

には弾劾に係る犯行が明示され，かっその趣旨に解されなければならない13)。

「裁判宮殿，被告人Bは，弾劾人Aにより犯人として弾劾されている犯行 Cに

ついて，既に答弁しかっ十分に証明されたところに従い，全てについて〔従前の答

弁と〕同様に答弁いたします14)。ゆえに，貴官が当該弾劾及び答弁につき，称えら

れるべき正統なるカーノレ5世及び神裂帝悶刑事裁判令に従いしかるべく行われた全

ての弁論及び作成提出された全ての書面を慎重に考量され， しかして，明らかと

なった無実 (erfundenevnschultlに基づき，被告人が，最終判決により，本裁判所

の定めるところに従い正当かつ適法に，生じたる裁判費用及び損害の賠償〔を受け

るべきこと〕とともに，無罪Cledig)を言言い渡されるべきことを， また，弾劾人が，

皇帝の本刑事裁判令に従い，懲罰及び損害賠償 (straffvnd abtrag)につき裁判所の

最終決定 (entlicheraustrag von dem gericht)に服すべきことを，申し立てますJ。

同じく，許された代弁人が上に定める答弁及び申立てを口頭で行うことができな

いときは，これを書面として裁判官に提出し， I裁判官殿，貴宮が書記をして，提

出lこ係るこの香蘭より，被告人の答弁及び申立てを朗読させることを申し立てま

すJ，と陳述することができる。裁判官は，かかる申立てに基づき，裁判所書記に

上に定める提出書面の甥読を命じなければならない。

既に自白した非行の否認について

第 91条 向じく，被告人が最終裁判期日において，以前に適式かっ確実に (or-

dentlicher bestendiger weis) 自白した犯行を否認し，かっ，確実な自白に関する第

56条及び 57条以下第 62条までの規定に定めるように，裁判官がその自白に基づ

き取り調べたあらゆる事情に照らし，被告人の否認が専ら判決 (dasrechten)を遷

延させる目的によるものと判断するときは，裁判官は， [自白認証の時に〕隣読に係

る自白を被告人とともに聴取した 2名の指名参審人15)に対し，宣誓の上，朗読に

係る自白を〔自白認証の時に〕聴取したか否かを質さなければならない。 2名の参審

人がこれに対し然りと述べるときは，裁判官は常に，法有識者又は本令の後の条文

[= 21ヲ条〕に定めるところに鑑定を求めなければならない。ただし， 2名の参審人

は，この事件において，証人としてではなく裁判官の一人として行為する (han

deln) ものであるから，爾後，裁判又は判決から除斥されてはならない。
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裁判官及び参審人又は判決人は当事者の主張立証及び最終弁論を経てどの

ように判決を作成すべきか16)，また，その後参審人又は判決人は裁判官

によりどのように間われなければならないか

第 92条 同じく，両当事者による全ての主張立証及び事件に関する最終弁論

(entlicher beschlus)を経て17)，裁判官，参審人及び判決人は，裁判所に対する全て

の申立て及び審理〔の記録〕を入念に検分かつ考量し，朕のこの刑事裁判令をよろ

しく理解のよ，各事件の事情に応じ最も公正かつ適切な判決を書面に記録させなけ

ればならない。かくして判決が作成されたときは，裁判官は， N [=参審人〕に対

しい， I余は， 汝に1単判号司j決 (ωdaおsr陀f泡echt加t

ならない。

これに対し参審人及び判決人は厳粛に以下のように答えなければならない

第 93条 「裁判官殿，私は，裁判令に従いかっ全ての申立てに対する十分なる考

震に基づき，判決として蓄預に記録されたところは，裁判所に対する全ての申立て

及び弁論に基づく適切なものであると言明いたしますJ18)。

裁判官はどのように判決を宣告すべきか

第 94条 同じく，上に定める参審人及び判決人による決定に慕づき，裁判官

は，書商化された最終判決色荷当事者列席の下，宣誓せる裁判所書記をして公然

と朗読させなければならない。刑事罰が言い渡されるときは，刑事罰につき以下

104条及びそれに続く数葉[=数箇条〕に見出され示されるように，身体刑又は生

命に対して行われるべき刑事罰の態様及び程度がしかるべく告知されなければなら

ない。ただい書記が，上に定めるように宣告すなわち朗読されるべき判決蓄を?作

成し記録する方法については，以下の 190条に定める。

第 95条 i可じく，裁判所において行われるべき，上に定める棟述 (rede)は， 1 

名の弾劾人及び l名の被告人を対象とするものである。ただし， 1名以一上との弾劾人

又は 1名以上の被告人 (a叩ntw、w汎r九叫1

をを?示すよう lにこしかるべ¥f使吏用すべきことに特に留意しなければならない1沙別9幻)。

裁判宮はいつ杖を折ることができるか

第 96条 同じく，被告人が最終的に刑事罰の判決を受けるときは，裁判官は，

償例の場所において〔裁判〕杖を折り，憐れむべき者 (derarme)を刑吏の手に委
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〔翻訳〕カーノレ5世刑事裁判令 (1532年)試訳 (2)

ね，言い渡された判決を宣誓のよ忠実に執行することを命じなければならない。し

かる後，裁判所から退席し，刑吏が言い渡された判決を適切な注意をもって確実に

執行しうるよう配慮しなければならない。

刑吏の平和を宣告すること

第 97条 同じく，裁判官が最終判決の後に杖を折るとき，そしてさらに，刑吏

が憐れむべき者を刑場に引致するとき，裁判官は，公然と〔自ら〕宣言し又は〔他

の者に]告知させる方法により， [鏡衆が〕市吏に妨害公加え，又は，刑の執行合誤

る刑吏に暴力を加えることを，官憲の名において身体及び財産に対する制裁の下に

禁じなければならない。

執行後の期答

第 98条 同じく，刑吏が，正しく執行したか否かを問うときは，裁判官はこれ

に対し， iおおむね汝は判決と法の命じるところに従いて執行せり。よって可とす

るん と答えなければならない。

被告人が判決により無罪を言い渡されるとき

第 99条 同じく，被告人が判決により無罪を言い渡されるときは，無罪判決が

判示するところが， しかるべく遵守されなければならない20)。ただし，損害賠償

については，無罪を言い渡された者が原告となってそれを求めるときは，当事者

は，上に定める裁判所〔ロ 12条〕において最終民事訴訟 (entlichesburgliches rech-

ten) 21)に付されなければならない。

裁判所において行われる無用，無議，歎間的な尋問について

第 100条 同じく，従来若干の刑事裁判所において，真実の解明又は正義〔の実

現〕に無用である 22)だけでなく，専ら裁'f!U~遅延又は妨害し，人々を欺く (ge卸

会rn)多くの過剰なる尋問及び申立て (andigung)が行われていることは，朕の知

るところである。ゆえに，朕はかかる及びその他の不当な濫用がこれをもって廃棄

されることを欲する。官憲においてこれに違背する行為があることを知れるとき

は，厳しくこれを禁じ，訴訟となるときは処罰しなければならない制。
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職権により科される，死刑又は永久拘禁に至らない刑罰について

第 101条 同じく，公的犯罪 (0丘~entliche thatt) 24)を理由に職権により科される，

死刑又は永久拘禁25)に至らない身体刑が，裁判官により言い渡されうるときは，

その判決の形式は，以下の「同じしある者が， (朕の本令に従い行われた)

云々Jをもって始まる 196条に定める通りである26)27)。

有罪判決後の悔俊及び訪11戒

第102条 同じく，憐れむべき者が死刑の有罪判決を受けるときは， 2度の侮俊

ぞ許され，また，刑場への引致又は曳摺り (ausschleuffen)28)に際し，少なくとも l

名ないし 2名の司祭が付き添い，神への愛，正しき信仰，並びに神及び我らが救世

主キリストの功徳への信仰を説き，その罪を悔い改めるべく訓戒することが許され

なければならない。裁判所に拘引し刑場に引致するに際し常に，十字架を先導させ

ることができる。

聴罪師は憐れむべき者に対し，白自に係る事実を否認するよう促してはな

らない

第 103条 同じく，犯人の聴罪師は，犯人が自己又は他人に関し正しく自白した

事実を改めて否認するよう促しではならない。「同じく，犯行に際し云々Jをもっ

て始まる 31条に定めるように，何びとも，虚偽をもって犯人とその悪行を潟蔽し

て公共の利益及び善意の人々に不利益をもたらし，惑行を増長させることがあって

はならないからである。

犯行はどのように刑事罰をもって処罰されるべきかについての序言

第 104条 同じく，何びとも，朕の成文普通法に照らし死刑相当の犯罪 (ver

handlung)を行ったときは，良き慣習に従い，又は，犯行の状況及び重大性 (erger-

nus)29)を考量することのできる法に精通せる良き裁判官の裁量 (ord即時)30)によ

り，死刑の形式及び方法を定め，有罪を判決しなければならない。また，朕の皇帝

法 (vnserKeyserlich recht)が死刑を科すことを定めず又は許していない事例(又は

類似の事例)に対し，朕は朕及び帝国の本令において死刑を定めるものではない。

しかしながら，若干の犯行について，刑罰を受ける者に死をもたらすことのない身

体刑を科すことは，皇帝法の許容するところである。身体刑は，以下の場合に，死
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刑につき上lこ定めるように，各領邦(Iand)の良き慣習に従い，又は，法に精通せ

る良き裁判官の裁量により言い渡しかっ適用することができる31)。すなわち，朕

のE皇帝法が，今日及び領邦の事情に適合せず，かつ，一部〔条文の〕文言に照らし

適切に適用することのできない幸苦手の刑事罰を定めている場合，さらに，皇帝法が

各刑事罰の形態及び程度を定めず，良き慣習又は法に精通せる良き裁判官の判断に

委ねている場合において，正義の尊重及び公益への配慮に基づき(在uslieb der ge 

rechtigkeyt， vnd vmb gemeynes nutz willen)，犯行の状況及び重大性に応じ，身体別

企科すことができるものとする32)。ただし，朕の皇帝法が生命，名誉，身体に対

する刑事罰を定めず又は科していない事件(又は類似の行為)について，裁判官及

び判決人は，これに従わず人を死刑その他の刑事罰に処しではならないことに特に

留意しなければならない。かかる法を学ばなかった裁判官及び判決人が，そのよう

な刑罰を言い渡すことにより上にいう法又は法に適った良き慣習に違背することの

ないよう，若干の刑事罰について，上にいう法(=皇帝法〕が，良き慣習及び理性

に従い，いかなる場合にいかなる方法により行われるべきかを，以下に定めるもの

とするお)。

明文のない刑事事件及び刑事罰

第 105条 向じしさらに，以下の条文において刑事罰が定められていない，若

しくは十分に明確でない，若しくは理解が容易でない刑事事件又は弾劾〔に係る事

件〕において，裁判宮及び判決人は(判決を行うべき場合において34))，かかる不

測又は理解困難なる (zufelligoder vnuerstendlich)事件について，いかにして朕の

皇帝法及び朕の本裁判令に従い最も適切に審理され判決されるべきかについて鑑定

を求め，鑑定に従い判決を行うべきことに留意しなければならない。なぜならば，

朕の本裁判令において，全ての不測なる〔事件に対する〕判決及び刑罰を想定し記

述することは不可能だからである。

1資神はどのように処罰されるべきか

第 106条 同じしある者が，神に棺応しからざることを神に帰し，神に属する

ことを言葉を発して神から奪い，又は，神の万能，神の聖母たる処女マリア:t'冒演

するときは，官憲又は裁判官の職権により捕縛拘禁され，人物及びi資神の状況及び

態様に応じ，死刑又は身体刑を科されなければならない。ただし，かかる演神者が

拘禁されるときは，その事実は，朕の成文共通法及び特に朕の帝国条令の各別の内
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容によれば演神がどのように処罰されるべきかについて，裁判官及び判決人に〔判

断の〕手掛かりを与える諸事情に関する不可欠の報告(vnderrichtung) とともに，

官憲に通告されなければならない。

裁判官及び裁判所の雨前において，教示された宣誓を行うことにより偽誓

を行う者に対する刑罰35)

第 107条 同じく，裁判官又は裁判所の面前において，教示された (gelert)宣

誓念行うことにより偽誓を行う者は， その宣言霊が，偽主要を行う者の利益となる世俗

的財に関わるときは，何よりもまず，偽警により得た財を可能な限り被害者に返還

する資めを負い，加えて，名誉を剥奪されなければならない。神聖帝国において，

かかる偽警者の宣誓を行った 2本の指を切断することが一般的慣習であり，朕はか

かる一般的慣習となっている身体刑を廃止することを欲するものではない。ただ

し，ある者が，他者に刑事部をもたらすために偽蓄を行うときは，偽警により他者

にもたらそうとした刑罰〔と向じ刑罰〕をもって処罰されなければならない。知情

の上故意及び偽計をもって (mitwissen， fursetzlich vnd argklistiglich)偽響者に偽蓄

を教唆した (anrichten)36)者も，同様の刑罰 (peen)を受ける。

不復讐宣誓に違背する者に対する刑罰

第 108条 向じしある者が，朕の皇帝法及び本令によればいず、れにせよ (on

das)死刑を科されうる犯罪 (sachenvnnd thatten) 37)を実行し，不復響宣欝 (urphe叩

de)に違背するときは，当該死刑〔判決〕に販さなければならない38)。ある者が，

死刑を科されない犯罪〔を実行すること〕により，故意をもって怒に不復響宣誓に

違背するときは39)，偽誓者として，前条に定めるように，手又は 2本の指の切断

をもって処罰されなければならない。ただし，さらなる犯行のおそれがあるとき

は， i同じしある者が， [結果的に〕死刑を科されなかった事件云々Jをもって始

まる 176条に定めるように処置されなければならない。

魔術に対する刑罰

第 109条 同じく，何びとかが，魔術により人々に筈を加え又は不利益を与える

ときは，死刑に処せられ，この刑罰は焚刑でなければならない。何びとかが，魔術

を用いたが， これにより害される者がないときは，事件の状況 (gelegenheit)に応

じ，他の刑罰が科されなければならない。この場合においては，鑑定依頼について
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以下に定めるように，判決人は鑑定佐用いなければならない。

文書による違法かっ刑事罰相当の名誉段損に対する刑罰

第 110条 同じく，伺びとかが，法の命ずる洗礼名及び姓名の署名を欠く，ラテ

ン語で“libelfamos"40)と呼ばれる名誉段損文書を流布させ，真実であることが鳴

らかになった場合においては名誉毅損された者が生命，身体又は名誉に対する刑事

罰をもって処罰されるおそれのある犯罪を，違法かつ不当に (vnrechtlichervnschul-

diger weis)41J指摘するときは，その故意の (bosha侃ig)42)名誉段損者は，諸法の定

めるところに従い，そのような犯行の認定をまって43)，その故意の虚偽の名誉段

損文書により，名誉段損された無実の者にもたらそうとした〔刑罰と河口刑罰を

もって処罰されなければならない。犯行の指摘により加えられた名誉毅損 (dieauι 

fgelegt schmach der zu gemessen that) C的事笑〕が真実であることが判明した場合に

おいても，かかる名誉毅損的事実を流布させた者は，諸法の定めに従い裁判官の裁

量により (nachvermoge der recht vnd ermessung des richters)処罰されなければなら

ない。

貨幣偽造者又は貨幣鋳造権を有せず貨幣を鋳造する者44)に対する刑罰

第 111条 同じく，貨幣偽造は， 3種の〔行為〕態様，すなわち，第 1に，ある

者が欺悶の意図をもって異なる印章を刻印し，第 2に，ある者が不正の金属を貨幣

に用い，第 3に，ある者が貨幣の正規の重量を故意に (geuerlich)減ずることによ

り行われる。かかる貨幣偽造者は，以下のように処罰されなければならない。すな

わち，偽貨を作り，偽貨に刻印し，又は，偽貨を両替若しくはその他の方法により

取得し， しかる後，故意 (geuerlichvnd bosha倣iglich)却をもって次の者にその不利

益に情を知って交付する者は，慣習及び諸法の定めるところに従い，焚刑をもって

処罰されなければならない。 i青を知って〔貨幣偽造のため〕家屋を貸与した者は，

これによりその家屋を失うものとする。貨幣の正規の重量を欺岡の意図をもって減

ずる者，又は，貨幣鋳造権を有せず貨幣を鋳造する者は拘禁し，鑑定に従い，事件

の態様に応じ身体刑又は財産刑をもって処罰されなければならない。何びとかが，

貨幣そ改鋳，すなわち，再び;容解し劣貨を鋳造するときは46)，事件の態様に応じ

身体刑又は財産刑をもって処罰されなければならない。これが官憲の意思及び了解

の下に行われるときは，当該官憲は貨幣鋳造権を失うものとする。

309 



印章，文書，領主権益簿，地代簿，震締簿又は登録簿を偽造する者に対す

る刑罰

第 112条 同じく，印章 (siegeD，文書 (brieff)，証書(instrument)，領主権益

簿 (vrbar)47)，地代簿 (renth)，貢納簿 (zinsbuch)又は登録簿 (register)48)を偽造

する者は，法有識者の鑑定に従い，又は，その他本令の末尾に定めるところに従

い，偽造の故意及び生じた損害の程度に応じ，身体又は生命に対する刑事罰をもっ

て処罰されなければならない。

度器，衡器及び商品を偽る者に対する刑罰

第 113条 向じく，故意をもって (bosha飴igvnnd geuerlich)，度器，衡器，分

銅，香料，又はその他の商品を偽り，それらを真正なものとして用い又は交付する

者は，刑事罰を科すべく拘禁され49)，犯行の状況及び態様に応じ，領邦からの追

放刑又は答打ちその他の身体刑をもって処罰されなければならない。かかる欺岡

が，広汎かつ故意により頻発するときは，行為者は死刑をもって処罰されなければ

ならない。ただい全て，本令の末尾に定めるように，鑑定に従い行われなければ

ならない。

境界，野手，目印又は境界石を欺関の意図をもって移動する者に対する刑罰

第 114条 問じく，故意をもって，境界(vndermarckung) ，畔，民印又は境界石

(marckstein)を移動し，切断し，除去又は段滅する者は，鑑定に従い，事件及び人

物の危険性，重大性，態様及び状況に応じ50)，身体刑をもって処罰されなければ

ならない。

故意をもって依頼人たる当事者の不利義かっ反対当事者の利益に行為する

訴訟代理人に対する刑罰

第 115条 問じく，民事又は刑事事件において，訴訟代理人 (procurator)が故

意をもってその依頼人たる当事者の不利益かつ反対当事者の利益に行為し，かかる

犯行について有罪を立証されるときは，まずもって，依頼人たる当事者にかかる事

件により蒙った損害を全資力を用いて賠償しなければならない。加えて，首輪の上

晒し台に晒され51)，答打ちの上領邦から追放され，又は，犯行の状況に応じその

他の刑罰をもって処罰されなければならない。
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反自然的な淫行に対する刑罰

第 116条同じく，男が牛L 男が男と，女が女と淫行 (vnkeusch)を行うとき

は，死刑を科され，一般的慣習に従い焚刑をもって処罰されなければならない。

近殺者との淫行に対する刑罰

第 117条 同じく，ある者が継子たる娘，息子の妻又は継親たる母，及び，より

近い親族 (neheresipschafften) との淫行佐行うときは，朕の祖先及び朕の成文皇帝

法に定める刑罰が適用され，その点につき法有識者の鑑定が求められなければなら

ない。

既婚又は未婚の女子を誘拐する者に対する刑罰

第 118条 同じく，何びとかが，有夫の女又は品行方正の未婚の子女をその夫又

は父の意思に反し，恥ずべき包的をもって (eynervnehrlichen weis)52)誘拐するとき

は，その夫又は父は，有夫の女又は未婚の子女が向意したか否かにかかわらず，刑

事弾劾をする (peinlichklagen)ことができる。行為者は朕の祖先及び朕の臭帝法の

定めるところに従い処罰され，その点、につき法有識者の鑑定が求められなければな

らない。

強姦に対する刑罰

第 119条 同じく，何びとかが，品行方正の有夫の女，寡婦又は未婚の子女に暴

力を用い，その意思に反し処女又は婦人の名誉を奪うときは，当該犯人は死刑を科

されるべく，被害者 (benottigte)の弾劾に基づき，犯行の証明をまって53)，強盗

と同様，新首刑を?もって処罰されなければならない。かかる犯行が，品行方正な女

又は未婚の子女に対し暴力的に企てられ， これに対し女又は子女が抵抗し，又はそ

の他の方法により危難を免れるときは，犯人は，被答者の弾劾に基づき，犯行の証

明をまって，人物及び未遂の犯行の状況及び態様に応じ処罰されなければならな

い。この場合においては，裁判官及び判決人は，他の事例について既に定めるよう

に，鐙定を用いなければならない。

姦通に対する刑罰

第 120条 !可じく，夫が，妻との姦通告?理由に男を刑事弾劾し，その有罪を証明

するときは，姦夫は，姦婦とともに，朕の祖先及び朕の皇帝法の定めるところに従
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い処罰されなければならない。

同じく，妾が夫又は姦遜の相手方となった者を弾劾しようとするときも，同様と

する。

重婚のかたちで行われる罪悪に対する刑罰

第 121条 同じく，夫たる男が他の女を，妻たる女が他の男を，最初の配偶者の

存命中に，翠なる婚姻の形式の下に迎え入れるときは，かかる犯行は姦通であるに

とどまらず，姦通よりも重大な罪である。ゆえに，皇帝法はかかる犯行に死刑を定

めるところではないが，朕は，かかる罪を歎間の意図をもって知情の上意図的にそ

の機会を作り実行する者あるときは54)，姦通を行った者より軽からざる刑事罰合

もって処警官されることを欲する。

E平しき利欲から自ら妻又は子をj雲行のため売り渡す者に対する刑罰

第 122条 同じく，伺びとかが，どのように呼ばれるにせよ何らかの利欲から55)， 

自ら，その妻又は子を名誉を擦なう淫らで恥ずべき所業のために供するときは，か

かる者は名誉なき者として，普通法の定めに従い処罰されなければならない。

売春斡旋及び姦通認助に対する刑罰

第 123条 分別なき女，特に処女であり従前品行方正かっ名誉ある女であった者

が，卑劣なる男又は女により，慈しき欺間的な方法により，婦女子としての名誉を

損なう罪深き肉の所業に引き入れられることが少なくない。ゆえに，かかる故意の

男女の仲介者，及び，情を知り故意をもって自己の家屋をその目的のために食与

し，又は，自己の家屋内においてかかる所業が行われることを許容する者は，法有

識者の鍛定に従い犯行の状況に応じ，追放刑，摘し刑，耳の切断刑，答刑その他の

刑罰をもって処欝されなければならない。

背叛に対する刑罰

第 124条 同じく，故意の背叛により罪そ犯す者は，慣習に従い，引裂刑をもっ

て処罰されなければならない。女であるときは溺死刑をもって処罰することができ

る。かっ，かかる背叛が，領邦，都市，自己の主，配偶者又は親族に対し大きな損

害又は憤激化rgernus)56)をもたらしうるものであるときは，曳摺り又は肉挟み

(zangerreissen) 57)をもって刑を加重の上，死刑に処すことができる。また，背叛の
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態様により，まずかかる犯人の蓄を刻ね， しかる後四裂きとすることができる。以

上は，裁判官及び判決人が犯行の状況に応じ判断し言い渡すべし疑義あるときは

鑑定を求めなければならない。ただし，裁判官又は官憲において〔犯行喜子解明し〕

犯人を処罰することを?可能ならしめるため〔主等に不利益に〕証言する者は， (背叛

としての〕処罰を受けることなくこれをなしうるものとする58)。

放火犯に対する刑罰

第 125条 同じく，有罪を立証された故意の (bosha飴ig)放火犯は，焚刑に処せ

られなければならない。

強盗犯に対する刑罰

第 126条 向じく，有罪を立証された故意の強盗犯は，朕の祖先及び朕の普通阜

市法に従い，剣又はその地において強盗に関し良き慣習となっている方法合もって

死刑に処せられなければならない59)。

民衆の騒援を引き起こす考に対する刑罰

第 127条同じしある者が，鎮邦，都市，管区 (oberkeyt)又は地域におい

て，故意をもって (geuerlichfursetzlich vnd bosha依ig)60)，官憲に対する庶民の騒援

を引き起こし，かつ，その者についてその事実が認められるときは，犯行の重大性

及び状況に応じ場合により新首刑，又は，答打ちの上，騒援を引き起こした領

邦，地方，裁判区 (gericht)，都市，場所又は地域からの追放刑をもって処罰され

なければならない。この場合において，裁判官及び判決人は，何びとにも不法 (un-

recht)が行われることなしかっ，かかる犯罪的な決起が防止されるよう〔適正な

処認を加えるため)， しかるべく鑑定を依頼しなければならない。

敵対的な退去を行う者に対する刑罰

第 128条 河じく，法及び衡平に反し人々に脅迫を加える騎慢なる (mutwillig)

者が， (居住地から〕離脱退去し (entweichenvnd austreten)，議慢なる侵害者 (be

schediger)が展処，保護，助勢及び助力を見出しうる場所及び徒輩の許に走り，

人々が，時としてかかる騎慢な者により法及び衡平に反し重大なる侵害そ加えら

れ，かつ， しばしば法と衡平に反する脅迫と恐怖を与え人々を強要し衡平と法に淑

さざるかかる軽率な者による危害を恐れぎるをえない例が少なくない。ゆえに，か
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かる者はまさにラント強要者Clandtzwinger)61)とみなされなければならない。した

がって，かかる者が，上に定めるように，不審なる(verdechtlich)場所に退去し，

しかるべき法及び衡平を人々に認めることを拒み，上のような退去行為により法及

び衡平を行うことに対し脅迫，威嚇そ加え62)，かかる者が拘禁されるに至るとき

は，何ら実行行為に及んで、いない場合においても 63)，ラント強要者として新首刑

をもって処罰されなければならない。何らかの行為により強要を企てた者も，同様

に処罰されなければならない64)。ただし，何びとかが，他の者がその権利ぞ行う

ことを?妨げる意図によることなし暴力に対する恐怖から，不審ならざる場所に逃

避するときは，上に定める刑罰を科されない65)。この場合において疑義が生ずる

ときは，以下に定めるように，法有識者又はその他にさらなる教示を求めなければ

ならない。

違法にフェーデを予告する者に対する刑罰

第 129条 何びとかが，法と衡平に反し怒にフェーデを予告する (bevheden) と

きは，新首刑をもって処罰されなければならない。ただし，そのフェーデにつき，

朕及び帝国の朕の後継者たるローマ皇帝又は国王による允許を有するとき，又は，

アェーデ予告の相手方が，フェーデを予告した者自身，その血族 (seinegesipten)， 

姻族 (freundtscha飴)，封主 (herrscha侃)66)若しくは同盟者 (diejren)67)の敵である

とき，又は，その他プエーデを行うやむをえざる正当な理由があるときは，その者

がその正当なる原因を立証する限り，刑事罰をもって処罰されてはならない。かか

る場合において疑義が生ずるときは，法有識者及び本令の末尾に定めるところに銭

定を求めなければならない。

以下，若干の故意の殺人及び殺人犯に対する刑罰について定める

はじめに，密かに毒殺する者に対する刑罰について

第 130条 同じく，毒物により何人かの生命又は身体を害する者があるときは，

男は予謀に基づく (furs旦tzt)謀殺犯として車輪刑をもって，女がかかる犯罪を行う

ときは， [人物及び犯行の〕事情に応じ溺死刑又はその他の刑罰をもって，処罰され

なければならない。ただし，他の者に対する大いなる威嚇のために，かかる犯罪的

な (boshafftigmisthettig)68)行為者は，謀殺について定めるように[=137条)，人物

〔にかかわる事情〕及び殺人行為を考震の上程度営定め，最終的な死刑執行に先立
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ち， [刑場まで〕引き揺られ，又は，焼けた銀子をもって肉を挟まれなければなら

ない。

子殺しを行う女に対する刑罰

第 131条 河じく，女が，生命と身体 (glidmas)を得〔て生まれJ1.こ我が予を密

かに故意そもって殺害するときは，慣習として，女は生き埋めにされ，杭を打ち込

まれる。ただし， この場合， [このような死刑執行によって女が〕恐慌〔をきたし平穏

な死刑執行が妨げられること〕を避けるため，水を用いることが可能な裁判区 (ge同

richt)においては，犯人を溺死させることができる。かかる犯罪が多発する場合に

おいては，朕は，かかる犯罪的な (boshafftig)女に対し大いなる恐怖を与えるた

め，全て法有識者の鑑定に従い，上の生き埋め及び杭刺しの懐習が行われ，又は，

溺死に先立ち犯人〔の身体〕が焼けた紺子により引き裂かれることを欲する69)。

女が，後にその死が判明した，上にいう生ある五体満足な (glidmessig)予を密

かに出産し，これを秘匿し，後に母親であることが判明したためこの点につき尋問

される場合において，時に朕の耳に達するように，女が，子は死産であり何の愛め

もないと無罪を主張し，自己の無罪を適法十分なる事由及び諸事情に関する証言に

より証明しようとするときは， r同じく，被告人が，訴えに係る犯行について

云々Jをもって始まる 74条において定めるところが遵守されなければならない。

また，これにつき，さらなる取調べ， [証人尋荷等の〕申立てが行われなければなら

ない70)。上に定める十分な証明がなされないときは，無罪の主張は搭信されでは

ならないからである。さもなければ，あらゆる子殺しが，かかる鹿偽の弁解により

無罪とされることになろう。本来，女が生ある五体満足な子の妊娠を秘匿し，意図

的に他の女の助けを待たず独り出産するとき，助けを?受けないかかる出産は死の危

険を伴わざるをえないものである 71)。これ[=かかる危険な出産を行ったこと〕につ

いて，かかる母親は，犯罪的な故意をもって，出産前，出産中そして出産後〔保護

の〕責任を負うべき幼気ない子を殺害することにより，習い性となった自己の〔性

的〕放縦を〔世間の日から〕秘匿することを意図したという理由以外，考えうる理

由はないのである。ゆえに，かかる謀殺犯人が，上のような無謀かつ証明のない邪

悪な無罪主張 (freuenlicheentschuldigung)に国執するときは，かかる非キリスト教

的かっ非人間的な犯罪及び謀殺に関し上[=35条以下〕に定める十分な徴滋に基づ

き，峻厳なる拷問により真実の自白を強制jされ，上に定めるように，謀殺の自白に

基づき死刑の最終的有罪判決が言い渡されなければならない。かかる女の有罪又は
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無罪につき疑義があるときは，裁判官及び判決人は，以下に定めるように， [事件

に関する〕全ての事情を提示し，法有識者そのイ也に鑑定を求めなければならない。

子を遺棄し危険に曝したが，子が拾われ養われた場合の女に対する刑罰

第 132条 向じく，女が子〔喜子養育する責め〕から逃れるため子を遺棄したが，子

が拾われ養われた場合において，この母親が有罪を証明され嬬縛されるときは72)，

事件の事情及び法有識者の鑑定に従い処罰されなければならない。子が遺棄により

死亡するときは，母親は，危険な遺棄の状況に応じ身体刑又は死刑をもって処罰さ

れなければならない。

懐胎中の女に婆!治を行う者に対する刑罷

第133条 河じく，何びとかが，癒胤 (bezwang)73)，食料又は飲料によりE長命の

ある子を銭胎する場合，又は，何びとかが男又は女合不妊にする場合において，か

かる悪行が故意をもって行われるときは，男は斬首刑をもって，女は，自らの身体

に対して行う場合であっても，溺死刑その他の刑罰をもって処罰されなければなら

ない。ただし，まだ生命のない子の堕胎が行われるときは，判決人は，本令の末尾

に定めるように，法有識者その他に鐙定を求めなければならない。

医師が医薬をもって人を死に至らしめる場合の刑罰

第 134条 同じく，医師が，怠慢又は未熟により，かつ故意によらず，投薬によ

り何びとかを死に至らしめ，かつ，その医師が医薬を軽率かつ不注意に誤用し，又

は，不適切かっ不適法であり医師が用いるに相応しくない医薬を敢えて用いた74)

ことにより人を死に歪らしめたことが，医薬の有識者を通して判明するときは，医

師は，事件の態様及び状況に応じかっ法有識者の鑑定に従い処罰されなければなら

ない。かかる事例においては， (医術を〕詳細に学ばなかったにもかかわらず敢え

て投薬を行う軽率な者たちについて， [医術を行わせないよう〕特に留意しなければ

ならない。ただし，医師が死に歪らしめる行為を意図的に行ったときは，故意の謀

殺犯として処罰されなければならない。

自殺に対する刑罰

第 135条 向じく，何びとかが，有罪を証明されるならば身体刑及び財産刑を

もって処罰されるべき 75)事件につき蝉劾され，裁判所による召喚~受け76)，科さ
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れるべき刑罰に対する恐怖から自殺するときは，その相続人は自殺者の財産につき

相続権を有せず，遺産は，刑事罰，罰金〔を言い渡し〕及び毒事件について〔審判す

る〕権限を有する官憲に帰属する77)ものとする。ある者が，上に定める明白な理由

以外の理由から，すなわち，専ら身体刑をもって処罰されるべき事件において自殺

し，又は，身体の疾病，欝病，精神虚弱その他類似の疾病から自殺するときは78)， 

その相続人は相続ぞ妨げられない。かつ，これに反する慣行，慣習又は定めは効力

を有せず，これを?もって放棄，破棄又は廃棄され，以上及び類似のその他場合にお

いては，朕の成文皇帝法が遵守されなければならない。

ある者が有害な獣を飼い獣が何びとかを殺すとき

第 136条 同じく，ある者が獣を飼育し， (従前大人しかった〕その獣が人の身体

若しくは生命に危害を加えるおそれのあることが判明したとき，又は，その他生来

の〔凶暴な〕性質からしてそのようなおそれのあるときは79)，その獣の所有者は獣

佐処分しなければならない。かかる獣が侭びとかに審を加え又は殺すときは，その

所有者は，事件の状況及び態様に応じ，法有識者又は以下に定めるところの鏡定に

従い処罰されなければならない。獣の所有者が事件に先立ち，裁判官又はその他官

憲による訓戒又は警告を受けていた場合においては，それに応じ重〈処罰されなけ

ればならない。

十分なる免責事由を有しない謀殺犯及び故殺犯に対する刑罰

第 137条 同じく，全ての謀殺犯 (morder)又は故殺犯 (totschlager)は，適法

なる免糞事由を証明することができないときは，死刑をもって処罰されなければな

らない。ただい若干の地方の慣習によれば，予諜に基づく (furzetzlich)謀殺

犯，及び故殺犯は等しく車輪刑をもって (mitdem radt)処罰されるが，区別が設

けられるべきであり，慣習に従い，予謀に基づく騒慢なる謀殺犯は車輪刑をもっ

て，衝動又は憤怒から故殺を犯し，上の免責事由を有しない他の者は新首刑をもっ

て処罰されなければならない80)。高貴なる人物，行為者の主に対し，又は配偶者

若しくは近親者間で行われる予謀に基づく謀殺については， (一般人に対する〕威嚇

力を高めるため (vmbgrosser forcht) 81)，最終的な死刑執行に先立ち，焼けた鉛子

又は曳摺りによる身体刑をもって刑を加重することができる。
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刑罰を免責する事由のある否認の余地のない故殺について

第 138条 同じく，殺人 (entleibung)が行われ，時として，殺人を行った者が

正当なる事由 (gutevrsachen)により，専ら刑事罰又は刑事罰及び民事罰を免責さ

れることがある82)。刑事裁判所にありながら法を学ぶことのなかった裁判官及び

判決人が，かかる場合において法に適った〔訴訟〕行為をなしうるよう，また，そ

の無知が民衆の苦しみとなることがないよう，上にいう殺人に関する免責について

以下に定めるものとする。

はじめに正当防衛について。どのように免責するか

第 139条 問じく，自己の身体，生命を守るため正当防衛 (rechtenotweer)を行

い，侵害を加えた (benottigen)83)者を防衛に際し殺害した者は， {I可びとに対しでも

この点につき糞めを負わない。

正当防衛とは何か

第 140条 同じしある者が生命に危険のある武器をもって急襲，攻撃し，打撃

を加え，被侵害者が，その身体，生命，名誉，良き散評を危険又は侵害に曝すこと

なく適切に (fuglich)回避することができないときは，罰せられることなし正当

な反撃により自己の身体，生命ぞ防衛することができる。そして，被侵害者が侵害

者を殺害するときは，この点につき何らの責めをも負わない。また，それが成文法

及び慣習に反するか否かにかかわらず，被侵害者は打撃を受けるまで反撃を思いと

どまるべき資めを負わない。

正当防衛は証明されなければならない

第 141条 同じく，ある者が， [侵害〕行為の認定後に正当紡衡を主張，援用

し，かつ，弾劾人がこれを争う (nitgestendig) ときは，上 [=74条〕に定めるよう

に，法 (dasrecht)は，主張に係る正当防衛を行為者において適法かつ十分に証明

すべきものと定める。行為者が正当防衛を証明せざるときは，有資 (schuldig)84)と

みなされる。

正当防衛事件において，いかなる場合にいかなる挙証責任が弾劾人に生ず

るか

第 142条 同じく，弾劾人が，上に定めるように，正当防衛の根拠となる最初の
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攻撃又は侵害行為85) (があった事実〕を争わず，又は， これを一貫して否認するこ

とができず，むしろこれについて， (①) (被告人により〕主張され〔弾劾人によって

も〕争われていない攻撃又は侵害 (furgewendterbekentlicher anfechtigung oder beno“ 

tigung) 86)そ行う正当なる事由を殺害された者が有していたと述べる場合，たとえ

ば，委，娘と法行又は刑罰を科されるべきその他の罪を犯している者そ発見し，ゆ

えにこの犯人に対し，諸法 (dierecht)の認める実力による行為，侵害又は逮捕を?

行おうとした〔が殺害された〕ものである，若しくは，殺害された者には弾劾され

た殺人者を職権により逮捕する権限があり，逮捕するために武器をもって威嚇，強

制かつ侵害する必要があり，ゆえに適法に行為したものであると述べる場合，又

は， (②〕弾劾人が，かかる〔正当防衛が問題となる〕場合において，召喚された殺

人者87) (口被告人〕は，被害者を斬殺した時点において，力において被害者を全く

圧倒しており，侵害を免れていたがゆえに，正当防衛を行ったものではないと主張

する場合，又は， (③〕殺害された者は，最初に〔自ら〕侵害を加えた後逃走した

が，殺人者〔口被告人〕が自発的に無用にもこれを追跡し，追跡中直ちに斬殺した

ものであると述べる場合，さらには， (④〕殺人者(=被告人〕は，身体，生命，名

誉及び良き世評伝危険に曝すことなし適切に侵害を回避しえたはずであり， した

がって，弾劾された殺人者による殺害行為は，正当かつ免責される防衛行為として

ではなく，筈意から行われたものであり，ゆえに刑事罰佐もって処罰されなければ

ならないと主張する等の場合において，弾劾人が， このような〔正当防衛不成立

の〕主張による利益佐受けようとするときは，殺人者[=被告人〕は上に示したよ

うに殺筈された者によりまず最初に侵害されたものであるという〔抗弁事由の〕認

定に対し，上に示したような〔再抗弁事由の〕主張又は他の同様の主張を証明しな

ければならない。弾劾人が，否定しがたい最初の攻撃又は侵害に対し(=最初の攻

撃又は侵害があったという抗弁に対する再抗弁として)，上に示した主張又は他の同様

の主張の一つを十分に証明するときは，かかる場合の殺人者は，殺答された者が

(正当防衛について上に定めるように)最初に生命に危険のある武器をもって攻撃

かっ侵害してきたという主張又は抗弁を述べるか否かにかかわらず，正当なる又は

全面的に免責される防衛行為 (rechteoder gentzliche entschuldigte notweer)を自己の

ために〔免案事由として〕援用することができない。しかし，認定された最初の侵

害について弾劾人が正当なる事由(=再抗弁事由〕を証明せず，むしろ，弾劾され

た殺人者が，その主張する防衛行為に関し，正当妨衝についてj二に定めるように，

殺害された者から生命に危険のある武器を用いた最初の攻撃を受けたことを証明す
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るときは88)，弾劾された殺人者による正当防衛が証明される。また，雨当事者に

より申立てがなされた証人は，等しく許容され提出されなければならない。〔行わ

れる〕証言については，特に次の点について留意しなければならない制。すなわ

ち，ある者が，最初の侵害に対し正当妨衡を行うについて適法なる事由そ有してい

た場合においても， [紡衛〕行為に際し，防衛行為が全面的に免責されうるために

必要なる全ての事情(vmstende) [=要件〕を備えないときは，行為者が〔防衛〕行

為に至るについて，身体刑，死刑又は罰金刑及び援害賠償90) [のいずれか〕が言い

渡されるべき根拠となるどの程度の事由が寄在したかが， しかるべく考量まされなけ

ればならない91)。これは全て，以下に定めるように，法有識者による特別の鑑定

によらなければならない。かかる事件は極めて微妙なる差異を帯び，それに応じ寛

厳を異にする判決がなされるべきところ，かかる差異は一般人が理解しうるように

説明することが困難だからである。

目撃者がなくかっ正当防衛が主張されている殺人について

第 143条 同じく，ある者が，目撃されることなく何びとかを殺害し，かっ，正

当防衡を主張し，弾劾人がこれを争う場合においては，各人〔ロ加害者及び被害者〕

の性行の善悪，殺人が行われた場所，各人がどのような傷を負い， どのような武器

を所持していたか，当該事件以前の類似事件において各人がどのような挙動を示し

たか，各人の前歴に照らしいずれがより措信するに備するか，殺人が行われた場所

において相手方を殺害又は侵害するについていずれがより大きな理由，動機，利害

を有しえたか，について留意しなければならない。良き賢明なる裁判官は，これら

の事情に基づき，主張に係る正当防衛を措信すべきか否かを判断することが可能で

あろう。また， (弾劾人が争わない〕侵害行為に対する正当防衛の推定が成立すべき

ときは，適切かっ有力，確実な根拠がなければならず，殺人者は，正当防衛〔に関

する当該主張〕について措信されるために，殺害された者に不利かつ自己に有利な

る様々な推定根拠を提出することができる。本令において，詳細にかつ何びとにも

理解しうるようにこれら全ての事由[=推定根拠〕を説明することは不可能である

が，かかる事例において，上に定める全ての推定根拠に関する〔証言による〕証明

は行為者においてなされるべきことに，特に留意しなければならない。また，弾劾

人が反証しようとする場合においては，これを妨げられではならない。かかる事例

が上に定めるように疑義を残すときは，判決に際し， [事件に関する〕全ての事情を

提示の上法有識者の鑑定を求め， しかるべく用いなければならない。かかる事例に
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おいては，防徳行為の主張に対し有利又は不利となる多数の疑義及び組踊 (vnter-

schied)が生じうるところであり， (具体的〕事件が生す、る前に全てを想、定し定める

ことは不可能だからである。

女に対する防衛行為の主張について

第 144条 河じしある男が女を斬殺し，正当防衛を主張する場合においては，

女及び男の状況，各人が所持していた武器及び行為が解明されかつ考最され，以下

に定めるように，法有識者の鑑定に従い判決がなされなければならない。女が男を

して， [自らの侵答行為により〕免責されるべき防衛行為に歪らしめることは容易で

はないが，凶悪なる女が優柔なる男をしてやむなく防衛行為に歪らしめること，特

に，女が危険な武器を所持し男が軽い武器を所持していたにとどまることがありう

るからである。

ある者が正当防衛に際し自己すなわち行為者の意図に反し無事を殺害した

とき

第 145条 同じしある者が， ~正に証明された正当防衛を行うに際し，無事を侵

害者と信じ，その意図に反し，刺突，殴打，打撃又は銃撃により攻撃し殺害したと

きは，当該行為者は刑事罰を免責される。

正当防衛に当たらない場合において行為者の意図に反して行われた故意に

よらない殺人について

第 146条 同じく，ある者が，その業務を行うことが許されている場所におい

て，禁止されていない正当な業務を行い，それにより，偶然に全く故意によること

なし行為者の意図に反し何びとかを殺害するとき，行為者は種々の事由から免責

されるところ， これらの事由を〔ここに〕列挙することは不可能である。かかる事

例の〔裁判宮及び判決人による〕理解を一層容易ならしめるため，朕は〔以下にそ

の〕例を示すものとする。〔すなわち，J理髪師が，理髪する場所となっている庖に

おいである者の髭を剃っているところを人に突かれ又は押され，髭を剃っていた者

の喉をその意図に反し切ったとき，また他の例を挙げるならば，射手が，射撃場と

して使用されている場所において立ち又は座りの姿勢をとり標的に向かい射撃した

ところ，何びとかが射線、に飛び込み，あるいは，正しく構え射撃する前に小銃又は

湾が故意lこよらずかっその意図に反し発射され，何びとかそ射殺したときは，いず
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れも責めを免ぜられる。これに対し，理髪師が路地その他〔髭剃りを行うには〕異

例の場所において髭を剃り，又は，射手が，人が俳個することを予想しうる射撃場

以外の場所において射撃を行い若しくは射撃場で不注意に振る舞ったため，上の例

のように，理髪師又は射手により何びとかが殺害されるときは，行為者は責めを免

ぜられない。しかし，故意によらず，軽率又は不注意から行為者の意図に反して行

われたかかる殺人は，故意により意思に基づいて行われた殺人より寛大に処置され

なければならない。かかる殺人が行われる場合において，判決人が判決を行うべき

ときは92)，刑罰につき法有識者の鑑定を求めなければならない。賢明なる者は，

〔上に〕例示されていない他の事例において，故意によらない殺人とは何か，故意

によらない殺人がどのように免責されるかを，これら上に示した例に基づきよろし

く判断することが可能で、あろう。このような事例はしばしば訴訟となり 93)，経験

のない者により時として著しく異なる判決がなされているがゆえに，一般人 Cder

gemeyn mann)をして法に関する何がしかの理解を得さしめるというしかるべき目

的のため，上に簡略なる説明及び警告を行った。かかる事件は，場合により，刑事

裁判所を構成する一般人をして十分に理解かつ把握せしめることが困難な極めて微

妙な差異を帯びるものである。したがって，判決人は，ょに示した事例会てにおい

て(判決を行うべきときは)，上lこ示した説明に関し，既に述べた法有識者による

鑑定を軽視することなくこれを用いなければならない94)。

殴打され死亡したが，受傷が死留であるか疑いがあるとき

第 147条 同じく，ある者が殴打されて後若干の時を緩て死亡したところ，弾劾

に係る殴打により死亡したか否かについて疑いがある場合においては，両当事者は

(証明について定めるように)事件〔の解明〕に有益な証人を提出することができ

る。とりわけ，専門に精通する外科医，及び，喧嘩闘争 Cschlagenvnd rumor)後

の死者の様子について知払殴打された後の死者の生存期間について供述するその

他の者が証人として用いられなければならない。また，かかる〔事例に対する〕判

決に際し，判決人は，法有識者及び本令の末尾に定めるところに鑑定を求めなけれ

ばならない。

謀殺，喧I穣闘争において予諜に基づ、き又は予謀によることなく棺互に智助

する者に対する刑罰

第 148条 同じく，数名の者が， {i可びとかを故意をもって殺害するため，予諜lこ
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基づく一致した意思の下に (mitfurgesetztem vnd vereinigten willen vnd mut)9S)，相

互に常助かつ援助する (hil仔vndbeistandt thun)ときは，全ての行為者は死刑を科さ

れなければならない。数名の者が喧嘩闘争に偶然立ち会い相互に常助し (helffen)，

かつ，何びとかが相当なる理由なく (ongnugsam vrsach)96)斬殺され，殺害を自ら

行った者が知れるときは，この者が故殺犯 (totschleger) として新首刑をもって処

罰されなければならない。殺害された者が，何びとであるか判明している複数の者

により故意をもって生命に危険のある殴打，打撃又は傷害を加えられ，かっ， どの

者の行為がその死因であるかを証明することができないときは，上のように傷害を

加えた者全てが，ょに定めるように故殺犯として斬首刑をもって処罰されなければ

ならない。また，殺害された者に対し，上のように生命に危険のある傷害を加えて

いないその他の諮助者，助力者及び加功者の刑罰について97)，さらに，騒擾又は

i痘嘩闘争中にある者が殺害され，どの者の行為により上のように傷害されたかを知

ることができない場合〔の刑罰〕については，判決人は，かかる事件に関し解明し

うる限りの全事情及び状況を提示の上，法有識者及び以下に定めるところに鑑定ぞ

求めなければならない問。かかる事例においては，ここに全てそ列挙することの

できない〔事件の〕種々の事情を考最し，それぞれに応じて判決されるべきものだ

からである判。

殺害された者の埋葬前の検視について

第 149条 上のような事例においては，殺害された者の埋葬後に〔被害言者の〕受傷

の状況をしかるべく考蚤し判定することが国難となる事態を避けるべく，裁判宮

は， 2名の参審人， 1名の裁判所書記，及び， (求めうるならば)100)予め宣誓させた

1， 2名の外科医とともに，埋葬前の死体喜子入念に検視し，かつ，受けた全ての傷，

打撲，打撃の状況を入念に記録させなければならない。

以下，適切に行われるならば免責されうる若干の殺人に鴎する一般的説

示101)

第 150条 同じく， I向じく，夫が，妻と姦通の罪を犯したとして云々j をもっ

て始まる姦通に関する 121条(=120条〕に定める，ある者がその妻又は娘と淫ら

な行為を行う何びとかを斬殺する場合のように102)，(不可笥性の根拠となる]事由

が適法かつ適式に援用されるならば103)，時として不可罰的な事由に基づく行為と

されるその他の多くの殺人がある。
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同じしある者が， ~也の者の身体，生命又は財産を救劾するため何びとかを斬殺

するとき。同じく，弁識力のない者が殺害行為を行うとき。さらに，ある者に職権

により何びとかを逮捕する (fahen)権限がある場合において，逮捕されるべき者

が不当に暴力をもって危険なる抵抗を行ったため，抵抗した者(widesessig)が殺害

されるとき。

同じく，侭びとかが，夜間自宅において，恐怖を引き起こすような状況の下で

(geuerlicher weis) 104)，ある者[=侵入者〕を発見し斬殺するとき，あるいは， r同
じしある者が獣を飼育し云々Jをもって始まる 136条において定めるように，あ

る者が獣を飼い，この獣が何びとかを殺したが，飼い主が獣のこのような務猛さを

事前に見聞きしたことがないとき。上に挙げる全ての事例は，免責される場合と免

責されない場合とがあり，その差異ははなはだ多様で、あり，全てを記述し説明する

には長大すぎ，かつ，これらの差異を全て本令に記述すべきものとすれば，一般人

に誤解を与え，煩績でもあろう。ゆえに，これらの事例の一つについて裁判宮及び

判決人が判決を行うべきときは，法有識者及び本令の末尾に定めるところに鑑定を

求めなければならない。また，従来刑事裁判所において時として行われてきたよう

に，法に反する独自の (eygen)不合理な規則及び慣習を，これらの事例において言

い渡すべく創出し105)，その結果，判決人がそれぞれの事例の遠いに耳を傾けこれ

を考量することを怠ることがあってはならない。かかることは，大いなる愚行であ

り，判決人がしばしば誤り，人々に対し不正そ行い，人民の流血について〔誤判の〕

安めを負うべき結果を引き起こしている。また，裁判官及び判決人が犯人の利益を

図払訴訟をケ延引させ， もって犯人の利益となるように手続を指揮い06)，よって

進んで犯人を無罪放免しようとすることが少なくない。おそらく，若干の単純な者

たちは，犯人の生命を救うことにより善を行っていると考えているのである。〔し

かしJ 裁判宮及び判決人は，これにより重い罪を犯しており，神及び人々の前に

おいて，持劾人に対し損害田復の責めを負うべきことを知らなければならない。い

ずれの裁判官及び判決人も，宣誓及び魂の救済を緒けて，自己の知力(verstehen) 

の全てを傾け，平等かっ公正な判決念行う糞めを?負うからである。そして，事件が

その理解を超えるときは，法有識者及び本令の末尾に定めるところに鍛定営求めな

ければならない。公共の利益と人間の血[=生命〕が相対立する場合のごとき重大

な事件について判決するためには，大いなる真撃なる慎重さが相応ししこれを

もって臨むべきものだからである。
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自白に係る行為の免責のため主張された事由はどのように誌明されるべき

，/p 

第 151条 同じく，何びとかが，行為を自白し，定められた各刑事罰がどのよう

にいかなる場合に免責されるかについて上[=131条， 141条， 143条等〕に定める

ように，当該行為に対する刑事罰を免責しうる事由主?主張するときは，裁判官は，

行為者に対し，主張に係る免責事由主?十分に証明することができるか否かを?質さな

ければならない。行為者が自ら速やかにその行為について証明を行う用意がある

(vrputtig) 107)ときは，裁判官は，行為者が行為の免責のために証明しようとする事

項108)を，法律について知識のある者又は裁判所書記をして，裁判官の面前におい

て録取させなければならない。次いで，裁判官が，法有識者の鑑定を得た上で，証

明項目 (weisungartickel)が証明されるならば，主張lこ係る事由が弾劾及び自白に係

る行為に対する刑事罰を免責するものと判断するときは109)，弾劾人が行おうとす

る反証の内容のいかんにかかわらず110)，行為者は，その申立てに基づき証明を行

うことを許されなければならない。また，かかる証明に関し，当該官憲によって証

言聴取者〔の任命〕及びその他が命じられ，かっ， I同じく，被告人が自白せず云々J

をもって始まる第 62条及びそれに続く数箇条において証明の形式及び方法につい

て定めるところが，遵守されなければならない。あわせて，当該官憲が判断を示す

べきときは111)，本条に続く数箇条もまた参照され遵守されなければならない112)。

疑義があるときは，以下に定めるように鑑定が求められなければならない。

行為者の提出する証明項目が免責に有益でない113)とき

第 152条 同じく，上に定める証明項目について，法有識者の鑑定を得た上で，

裁判官が，申立てに係る証明が行われたとしても行為者の免責に有益でないと判断

するときは，証明は許容されることなし却下されなければならない。そして，行

為者が拘禁されている地の裁判官及び裁判所により，自白した〔犯人であること

が〕明白な行為者に相応しし迅速に訴訟手続が行われなければならない。

上に定める証明に要する費用を負担すべき者について

第 153条 同じしある者が伺びとかを殺害し，それを理由に拘禁され殺警を自

白した場合において，当該殺人の全部若しくは一部を免責する，上[=150条〕に

挙げる事由の 1又は 2を，上に定めるように証言により証明しようとするときは，

被告人の親族は，まずもって，裁判官及び4名の参審人の面前において弾劾人に対
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し，裁判官及び4名の参審人の考量に基づき必要とされる保証，すなわち，被告人

の主張に係る免責事由が証明により適法に認定されない場合において，弾劾人に対

し，被告人の〔拘禁中の〕糧食費 (atzung) を負担し，かつ，当該裁判所の裁量に

従い， [被告人の〕主張に係る免責事由の証明が敢えて行われかつ失敗したことに

より弾劾人が蒙るに至った費用及び損害を補填する意思のある旨の保証を行わなけ

ればならない114)。朕の意図は，これにより，弾劾人が上[=152条〕のような真実

に反する欺間的な抗弁 (auszug)により損害を蒙ることを防止することにある。ま

た，かかる場合において，上のような〔費用及び摂答に関する〕裁量密行うに際し，

当該参審人及び判決人は，法有識者及び以下に定めるところに鑑定を求めなければ

ならない。

上に定める方法により免責事由を証明115)しようとする者の著しい貧国に

ついて

第 154条 向じく，被告人が極めて貧困であり，かっ，上に定める保証をなしう

る親族を有しないが，弾劾に係る殺人について被告人が適法な免糞事由を有する疑

いがあるときは，裁判宮は，事件の態様に応じ可能な限り入念に取調べを行い，

〔上級〕官憲116)に対し書面により全てを報告し，当該事件においてかかる〔免資事

由の有無に関する〕取調べを職権に基づき裁判所又は官憲の費用において行うこと

につき指示を待たなければならない。

モルト・アハトの状態にある者が拘禁され無罪を証明しようとするとき

第 155条 向じく，若干の地方において慣習となっているモノレト・アハト (mordt

acht)を既に宣告されている者が拘禁され，拘禁中に，免責事由に関する上の数箇

条に定めるように，免責事由を証明することを申し立てるときは，既に宣告のあっ

たモノレト・アハトにかかわらず，上の証明が許されなければならない。

拘禁に先立ち被告人が行う，弾劾に係る汗u事諸相当の犯罪に関する免責の

証明について

第 156条 同じく，ある者が，拘禁されるに先立ち，刑事罰相当の犯罪について

適法に免責事由を証明しようとするときは117)，かかる場合において各地の法及び

慣習となっているように，正規の刑事裁判所においてそれを行わなければならな

い。かかる証明を行うに当たり，両当事者は適法に召喚118)されなければならな
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い。また，法の定めるところに従い，両当事者は，必要な主張を行い必要な書面及

び証言を提出することが許されなければならない。(若干の地における悪しき慣習

のように)これを妨げてはならない。当該の者119)には，違法な暴力に対しかっそ

の限りにおいて，裁判出頭のための身柄保障120)が与えられなければならない。

訳j主

1) テキストは、“auff..‘eingebraεhte vnnd volnfurte kundtschafft vnd beschlus"であ

る。

(1) Remus， cap.78は，イタリック部分を，“adplenam absolutam'que per testi-

monia deductum probationem" (r証言によってなされた，十分かつ完結した証明に

基づいてJ) として，“beschlus"を“absolutam"と羅訳しているように思われる。

Langbein， art. 78は，“uponthe basis... of witness-testimony presented and adduced 

and completedヘVogel， art目 78は，“surles depositions complettes & concluantes 
des temons"と解しており，レームス訳と同趣旨のようである。

(2) これに対し， Clasen， art. 78は， r弾劾人が被告人の自由又は証言によって弾

劾事実を十分に証明し，かつ，事件について弁論を行った (incausa conclusit) と

きj とするほか， Schroeder， S. 163は，“beschlus"を， ドイツ刑事訴訟法 258条 l

項の証拠調べ終了後の最終弁論 (Schlusvortrag)に対応するものと註解する。 Go“

bler， art.78が，“adproducta testimonia， & conclusionem"と直訳するのも同趣旨で

あろう。なお， 92条注参照。

2) グリム・ドイツ語辞典によれば， "rechtstag"は，“t昌gfur ein rechtsvern且hren，dies 

juridicus"の語義がある。 Gobler，art.78は，“iudicialis& peremptorius terminus" 

cr裁判と死の日J)，“peremptorius dies" (r死の臼J) とする。

3) テキストは，“Itemzum gericht soll verkundigt werden"である。

Remus， cap.80は， r死刑事件について最終判決がなされるときは，裁判所に属す

る者全員が，各地において定着する慣行に従い，伝令又は鐙によって召集されなけ

ればならないj と要約し， Clasen， art. 80は，本条の趣旨について， r最終裁判期日

のために参審人の召集 (convocatioJudicum)が行われなければならない」とする。

4) テキストは，“alleseinbringeが'である。

「全ての申立てjが字義であるが， CI呂5en，art.81は，“iudices.. . prius sibi jubeant 

acta recitari， vel ex iis rでたrri"(r裁判官は，記録の朗読，又は記録に基づく報告を命

じなければならないJ) と註解する。

5) テキストは，“diebeschlossen vrtheil zu dem andern gerichts handel auch auff-

schreiben lassen"である。

Langbein， art. 81 は，“havethe concluded judgement written down for the other 

court proαeding"とするが， r決定された判決公他の訴訟手続のために記録させるj
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ことの意味が判然としない。 Remus，cap.81は，“andern"を訳出せず，“Siquid de四

creuerint， adscribi actis curabunt" (r何事かを決定したときは，訴訟記録に録取させ

なければならないJ)とする。この点は， Gobler， art.81; Vogel， art.81も同様である。

後者に従う。

6) テキストは，“alsodarmit sie durch vnwissenheyt derselbige (nitJ verkurtzt oder 

geuerdt werden"である。

Zoepfl， art. 83の表記に従い，亀甲括弧内を祷充した。

7) テキストは，“dasder selbig schopff der also des anklagers fursprech gewest， sich 

hinfurter schliessen der (= imJ vrtheyl enthalt"である。

C. Guterlヲock，S.228は，亀甲括弧内のように訂正する必要があるとする。これに対

し， Clasen， art. 88は，“sichhinfurter schliessens der vrtheyl enthalt"と表記する。

8) Langbein， art. 88は，“fursprech"，“redner"を，“orator"，“speaker"と英訳する

が， Gobler， art. 88は，“procurator"と緩訳し，区別を設けていない。

9) テキストは， "allwegen inn eyner jeden solchen klag zu sampt dem namen des an-

klagers， soll also gesetzt werden， Klag vom der oberkeyt vnd ampts wegen"である。

Gobler， art. 88 !ふ“ubiaccusatio ex officio instituta fuerit， ita sempre in qualibet 

istiusmodi actione una cum actoris nomine ponatur， uidelicet， Actio magistratus & 

officii nomine" (r弾劾が機擦に基づいてなされたときは， この種の弾劾においては

常に弾劾人の氏名とともに，弾劾が官憲及び職権の名によるものであることを明示

しなければならないJ) とする。

Langbein， art. 88は，“thereshall be said in place of the name of the complainant: 

Complaint of the authorities ex officio"とするが，疑問である。

10) テキストはJ‘Bittdes良irsprechender von ampts wegen ode sonst klagt"である。

Clasen， art.89は，“Petitioprocuratoris， qui巴xofficio， vel ab accusatore datus， 

accusat" (r職権又は蝉劾人による選任を受けて，弾劾を行う代弁人の申立てJ) とす

る。

11) テキストは，“Herrder richter A. der anklager， klagt zu B. dem ubelthetter， so ge-

genwirtig vor gericht steht der missethat halb so er mit C. geubt， wie solch klag vor-

mals vor euch furbracht ist"である。

イタリック部分を， Gobler， art.89は，“Domineiudex， A actor seu accusator， im-

pet江Bmalefactorem praesentem in iudicio， ob delictum facinus冶uequod C patr，似 it，

iuxta eam actionem seu accusationem antea coram uobis institutam ac propositam" 

(1裁判官殿，原告ないし蝉劾人Aは，既に賢官の許に提起された訴えないし弾劾に

基づき，犯行 Cを理由に現に裁判所に引致されている犯人 Bを告発しますJ)とす

る。ラングビーン訳は，ゴブラー訳と向趣旨であるが，フォーゲ、ノレ訳は， r (共犯

者JCとともに犯した犯罪Jの意味に解している。
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12) テキストは，“immnechsten nachuolgenden artickel"である。

f次条J以下には該当する規定がないので，本条3項を指すものと解される。

13) テキストは，“Itemwo imm nechsten nachuolgenden artickel eyn B. steht， soll 

der beklagt， bei dem A. der kIager， vnnd bεi dem C. die bekIagt ubelthat， kurtz ge-

melt vnd verstanden werden"である。

5chr・oeder，5.165は，イタリツク部分を， "Einwendungen vorgebracht"と註解す

る。しかし， Gobler， art.90のように，“intelligidebet" cr解されるへきであるJ) と

理解するのが妥当であろう。

14) テキストは，“HerrRichter， B. der beklagt antwurt zu der bekIagten missethat， so 

durch A. als klager， wider jn geschehen ist， die er mit C. geubt haben soll， inn aller 

massen wie er vormals geantwurt hat， vnd gnugsam furbracht ist"である。

イタワック部分について， Gobler， art.90は，“Breus ad nef.泌氏ucrimen per A 

tanquam accustorem insimulatum， quod C. perpetrasset， respondet omnimodo llt 

sllpra respondit， & sufficienter propositum est" (r被告人 Bは，弾劾人Aによって，

Cそ行ったとして弾劾されている犯罪について，既に答弁し，かつ十分に明らかに

なったところに従い答弁しておりますJ)，Remus， cap.90は，“Clariss.illdex， Caius 

contra accustionem Titii， qua hoc vel illud ei delictum intentatllr， repetendo excipit， 

quae antとexcepit，& vera esse liquido probauit" (r英明なる裁判官殿， [被弾劾人〕

カイヲスは，あれこれの犯罪を犯したとするテイテイクスの弾劾に対し，既に答弁

し，真実であることを証明したところを反復し，答弁しておりますJ) と解してい

る。

15) 自白の認証手続を定める 56条参照。

16) テキストは，“いTieder Richter vnd schoffen oder vrtheyler nach beyder theyl， vnd 

。llemfurbringen auch entlichem beschlus die vrtheyl fassen"である。

(1) Langbein， art. 92は，“followingtheir submission of the both sides and eve句

rything else and also following final decision"とする。“entlichembeschlus"を r(裁
判所による)最終決定」と解するのである(塙訳 92条も「最終決定Jとする)。

(2) しかし， Gobler， art.92は，イタリツク部分を，“postambarum partillm ex-

hibita， post' que finalem conclusionem" (r雨当事者の主張立証及び最終弁論を経

てJ) とする。また， Clasen， art. 92は， r弾劾人による犯罪の弾劾及びその立証，並

びに被弾劾人による防御が十分に行われ，かつ，間当事者による弁論が行われた

(ab utroque partes facta conclllsio)後:~こ J と註商卒する。

“conclusio"について， P. FOllrnier， Les officialites au moyen age-etude sur l'orga 

nisation， la competence et la procedure des tribunaux ecclesiastiques ordinaires en 

Fraηce de 1180 a 1328， 1880， p. 205は，カノン法訴訟手続において「両当事者の代

理人がその主張 (arguments)を尽くしたときは，裁判官は，弁論告と終結し最終弁論
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を行う (adrenunciandμm allegationibus et concludendum in cmβa)期日を指定する」

と述べており，当事者による最終弁論の意味に解するのが妥当である。なお， 78条

注参照。

17) テキストは，“nachbeyder theyl vnd allem furtrag auch entlichem beschlus der 

sachen"である。

Gobler， art. 92は，“postquamomnia ambarum partium in iudicio exhibita & re 

producta sunt， causa'que conclusa esピ， (r雨当事者がなすべき全て〔の主張・立証〕

が訴訟に提出され，かつ，事件に関する弁論がなされた後J) とする。テキストのイ

タリツク部分を削除すべきものと解した訳であろう。

18) テキストは，“HerrRichter ich sprich es geschicht billich auff alles gerichtlich eirト

bringen vnd handlung， was nach des gerichts ordnung recht， vnd auff gnugsame al 

les furtrags besichtigung in schri節目 zuvrtheyl verfasset ist"である。

(1) 前後のイタリック部分は対応すると解した。同様の梼文と足、われるのは 9条

である。 9条注を参照。

(2) 各種訳は帰一するところがない。 Gobler，art.93は，“Domineiudex， dico 

iure factum esse， quod super omnibus exhibitis & produtis actis & actitatis， ut ex 

iudicii ordninationε， & ex suぽicientiexhibitione constat， scripto sententia concepta 

atque rogata sit" (r裁判官殿，主張提出された全ての書面及び訴訟行為に基づき，

裁判令及び十分なる主張から明らかになるところに従い，判決は作成され， [現に私

に対し〕関われており，ゆえに適法になされていると言明いたしますJ) とする。構

文の理解について違いがあるが，本文の訳と趣旨はほぼ同じである。

(3) Clasen， art.93は，本条に従って参審人がなすべき答弁は， r言己録が精華[，穏

取，吟味され，裁判令が細心に遵守され，法律に定められた刑罰から逸脱しておら

ず，判決は適切になされております。したがって，判決は適式になされ，かつ，私

の賛成によって確認されていると言明いたしますj というものである，と註解する。

19) 95条前段の趣旨は判然としない。多くのコンメンタールも，本条前段の趣旨に特

に言及していない。

ただし， Clasen， art.95は， r単数形で表記された判決は，複数の弾劾人，複数の

被告人及び複数の弁護人がいる場合は，複数形で述べられなければならないJと註

解し， i皇帝が本条において書記に対する教示として定めるところは，あまり留意す

るには鍍しない」が，現実には，このような教示ぞ必要とする書記が存在する， と

述べている。

20) テキストは，“Itemwurd aber der beklagt mit vrtheyl vnd recht ledig erkent， mit 

was mas das geschehe vnd die vrtheyl anzeygen wurd， dem solt wie sich geburt auch ge-

folgt vnd nachgeg，仰 genwerden"である。

(1) Gobler， art. 99は，イタワック部分を，“quopacto aut modo id fiat， senten-
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tia' que docuerit， idipsum ita ut par est expediatur" <rそれが行われる，かつ判決が

示す異なる態様，内容がしかるべく行われなければならないJ) とする。

本文の訳は，"mit was mas das geschehe vnd die vrtheyl anzeygen wurd"の"dasge 

schehe"が「無罪判決の言渡しJを意味し，イタリック部分は全体として「無罪判決

が判示する内容Jを意味すると解したものである。

(2) Bohmer， art.99は，“mitwas mas das geschehe" (rそれが行われる異なる態

様J) という文言は， r全ての無塁手判決がi可じ性質のものではないことを示してい

る。終局的な無罪判決と仮放免判決とがあるのである」と註解する。また， Clasen， 

art. 99は， r被告人が弾劾に対し無罪を証明し，判決lこより放免されるべきときは，

放免判決の内容は斉一ではないのであるから，判決の内容に応じて手続が行われな

ければならないj と註解する。これもまた，放免判決には，確定的な無罪判決と仮

放免判決の 2種類があるという解釈を示している。

21) Gobler， art.99は，“partesquidem ciuiliter， qeumadmodum supra indicauimus， 

prosequi tenentur" (r上に定めるように，間当事者は民事訴訟を行わなければならな

いJ) としており， r最終」念特に訳出していない。 Clasen，ar仁99も，無罪とされた

被告人は，無罪を言い渡した裁判所又は弾劾人の正規の裁判所に対し“civilisactio" 

(民事訴訟)を提起することができると註解し， r最終jについて言及していない。

22) テキストは，“zukeyner erfarumg der warhe)せodergerechtigke)せnotsein"であ

る。

Clasen， art. 100は，“adveritatis indagationem & Justitiae administrationem nihil 

faciunt" (r真実の発見及び正義の実現に何ら益しないJ) とする。

23) テキストは，“Vndwo an die oberke戸gelangt，das darwider gehandelt wirt， so]] 

sie das ernstlich abschaffen vnnd straffen， so 0的 daszu schulden kompt"である。

(1) Gobler， art.100は，“Etsi magistratui innotuerit， iis adeuersum iri， aut re-

luctari mandatis nostoris， acriter is quidem illos auferre ac punire debet， quoties-

qunque in eo peccatum fuerit" (r寝室撃がこれに対する違反又は朕の命令に対する遠

背ぞ知ったときは，厳しくそれを禁じ，かつ，それが罪となるときは処罰しなけれ

ばならないJとする。

(2) なお， "das zu schulden kompt"について， 146条注参照。

24) Gobler， art.lOl (ふ“publicumdelictumヘVogel，且rt.lOlは， "delit public"とす

るが， Langbein， art.101は，“apublic matter"の訳を与える。

25) Clasen， art.101 は，釈放なしの終身拘禁は死刑に等讃されると註解する。 10条注

参照。

26) テキストは，“Itemwie straff an leib oder glidern die nit zum todt oder ewiger ge-

fengknus sein， vnnd offentlicher thatt halb von ampts wegen geschehen， durch den 

Richter erkant mogen werden， d丘uonwirt die form des vrtheyls hernach inn dem 
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hundertsten vnd sechs vnd neuntzigsten artickel funden anfahendt， ltem 50 eym 

person etc."である。

本文の訳は，“wie"を“swie(= wenn， wenn irgend)"の意味に解したものである。

Gobler， art.lOlは，“vbi，& quemadmodum poena corpori aut membris， non tamen 

capitalis， aut perpetuum carcerem inferens， & ob publicum delictum ex officio im伊

ponenda per iudicem declaretur..." (r死刑又は永久拘禁を科すものではない身体

刑が，公的犯罪を理由に職権により裁判官により言い渡されるべき場合，及び，

身体刑がどのように科されるべきかは……J) とするほか，“Remus，cap.lOl"は，

“Quemadmodum autem (quod in ordine sequitur) poenae corporales， hoc est， cor-

poribus， ut membri amputatione iIlatae， quae morti， aut perennibus vinculis non 

mancipant， ex officio decernantur， id reseruabimus in commodiorem locum， & 

cap.196 explicabimus" (r身体刑，すなわち，四肢を切断するような身体に対する刑

罰であって，死刑又は永久拘禁lこ付すものではない刑罰が， (それが適法に行われる

場合において)職権によりどのように科されるかについては，絞はより適切な筒所

に留保し， 196条において定めるものとするJ) という訳を与える。

27) Bohmer， art.lOlが， r本条は，他の条文の参照を求める (relativus)規定であり，

新しい何事も含まなし、jと註解するだけではなく， Clasen. art.l01; Blumblacher， art. 

101は，本条について，身体刑栴当の犯罪が複数行われたときは答刑と桜子刑であれ

ば一方のみが科され，身体刑相当の犯罪と死刑穏当の犯罪が競合するときは死刑の

みが科される，という註解を加えており，この条文の趣旨は必ずしも判然としない。

28) 加重刑の一種である。 194条参照。

29) Gobler， art. 104は， "conditio et scandalum delicti" (r犯罪の状況及び犯罪が引き

起こす公衆の僚激J) ， Clasen， art. 104は，“ration& atrocitas criminis" (r犯罪の状

況及び重大性J) とする。ここでは，後者に従う。

30) Gobler， art.104; Clasen， art.104， 1 は，“arbitratusヘ、rbitrium拘の訳語を当てる。

31) テキストは，“Aberinn fellen darumb (oder derselben gleichen) vnser Keyserlich 

recht nit setzen oder zulassen， jemandt zum todt zu straffen， haben wir inn diser 

vnser vnnd des Reichs ordnung auch keynerley todtstraff gesetzet， aber iηη etlichen 

misthatten， lassen die recht peinlich straff am leib， oder glidern zu， damit dannocht die 

gestra治enbei dem leben bleiben. Die selben straff mag man auch erkennen vnd ge-

brauchen， nach guter gewonheyt eyns jeden lands， oder aber nach ermessung eyns 

jeden guten verstendigem richters， als oben vom todten geschriben steht"である。

(1) Clasen， art.104， II， III は，①皇帝法が死刑を定めていない罪については本

裁判令においても死刑を科さない，②皇帝法は若干の罪について身体刑を科してい

るが，身体刑は地方の慣習又は賢明なる裁判官の裁量に従い科されなければならな

い， と註解していることを勘案し，上のような訳とした。
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(2) イタリツク部分を， Gobler， art.104は，“sedin aliquibus maleficiis conced-

unt atque permittunt jura poenam corporis & membrorum" (1法は，若干の犯罪に

ついて身体別を許容しているJ) とする。これに対し， Langbein， art.104は，イタ

リック部分を，“forsome crimes we have authorised the law to punish upon body 

or member"とするが，やや疑問がある。

(3) Schroeder， S. 169は， "die recht"を“diePartikularrechte"と設解するが，文

脈上そのように解すべき理由が明らかでないので，“vnserKeyserlich recht" (テキ

ストでは複数扱いである)指すものと解した。

32) テキストは，“Wannvnser Keyserlich recht， etlich peinlich stra百setzen，die nach 

gelegenhe戸diserzeit vnd land vnbequem， vnd eyns theyls nach dem buchstaben nit 

wol muglich zu gebrallchen weren， darzu auch dieselben recht die form vnd mas， 

e戸lerjeglichen peinlichen straff nit anzeygen， sonder auch gllter gewonhe円oder・er-

kantnus verstendiger Richter beuelhen， vnd inn der selben wilkure setzen， die straff 

Csind) nach gelegenheyt vnd ergernus der ubelthatt， aus lieb der gerechtigkeyt， vnd 

vmb gemeynes nutz willen zu ordnen vnd zu machen"である。

(1) Schroeder， S.169は，“darzuauch"は“darzuauch Wann"と補充されるべき

だとする。

(2) “die straff"以下のイタリック部分は主動認を欠いており，亀甲括弧内のよう

な挿入が必要である。 Gobler，art.104が，“poenautiqlle ex qualitate & offensine 

delicti propter iustitiae dilectionem， Rei'que publicae utilitatem ordinanda est ac 

decernenda"と経訳するのは， この趣旨である。

33) テキストは，“Vnddamit richter vnd vrtheyler die solcher rechten mit gelert sein， 

mit erkantnus solcher straff destowemiger wider die gemelten rechten， oder gute 

zulessig gewonheytem handeln， so wirt hernach V01111 etlichen peinlich叩 straffen，

wann vnnd wie die gedachten recht guter gewonheyt， vnd vermmfft nach geschehen sol 

len， gesatzt"である。

イタリツク部分の "diegedachten recht"は「皇帝法Jを指すのであろう。 Lang-

bein， art. 104も，“thesaid law"とする。しかし， Gobler， art.104は，イタリック部

分を“infraquidem de quibusdam poenis， qllando nimirum hae ex recta bona'que 

consuettudine ac ratione inferendae sunt， statuemus" (1若干の刑事罰について，そ

の刑事罰が，良き{賢官及び理性に従い，いかなる場合にいかなる方法によりしかる

べく適用されるべきかそ，以下に定める」とする。 Clasen，art. 104， VIもまた，Hdie 

gedachten recht"を刑罰の趣旨に解している。

34) テキストは，“(soes zu schulden kompt)"である。

与えられる訳は多様であり， Schroeder， S.169は，“(diedazu verpflichtet sind)九

Gobler， art. 105は，“(sicrimen expostulat)" (1犯罪がそれぞ要求するときんなお，
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crimenは， r訴追jの意味も有するので， r訴追がそれを要求するときJの趣旨である

かもしれない)， Vogel， art.105は，“lorsqu'ils'agira de punir" (r処罰すべきときJ)， 

Langbein， art.105は，“whenguilt is apparent"，塙訳 105条は， rそのことが有責と

せらるるに奈る場合j とする。

本文の訳をとる根拠については， 146条注参照。

35) テキストはにζStraffder jhenen so e戸lengelerten eydt vor Richter vnd gericht mey-

neydig schwern"である。

Gobler， art.107は，“poenaeorumu qm concepto seu praescnpto lUramento co-

ram iudice， ac iuridicio periurium committunt" (r方式に従った又は定められた宣

誓を行うことにより偽警を犯す者に対する刑罰J) とするので，基本的にはこれに従

フ。

36) Schroeder， S. 170は，“昌nstiften"と設解する。グリム・ドイツ語辞典が，“instruo"

と語釈するのがこれに当たろう。

37) r紛争及び行為」が直訳であり， Gobler， art.108も，“causae& facti"と直訳する

が， r紛争を引き起こす行為j と解した。 Clasen，art.108比“maleticium"(1犯罪J)

とする。

38) テキストは，“Itembricht eyner eyn geschworne vrphede mit sachen vnnd that 

ten， darumb er vnser Keyserlichen recht vnd diser ordnung nach， zum todt on das 

mocht gestraf丘werden，der selben todtstraff soll volg geschehen"である。

(1) イタリツク部分について， Schroed巴r，S.170は，“ohned旦s(urphede)"と註

解する。「復讐放棄をなさなければ(死刑を科されうる )J という趣旨であるならば，

どのような場合を指すのか判然とせず，次の規定との関連性も理解が困難となる。

(2) グリム・ドイツ語辞典によれば，“ohnehin"の語義があち， Gobler， art.108 

は，“alioquin"の訳認を与え， Vogel， art.108も，“d'ailleurs"という同義の訳語そ与

える。

39) テキストは，“Soaber eyner eyn vrphede mit sachen darumb er das leben mit veト

wurckt hat， fursetzlich vnd freuenlich verbrech"である。

イタリック部分は， rそれによって生命を失うに至らなかった事件により Jが直訳

である。 Gobler，art. 108が，“excausis mortem inferentibus" (r死刑を科されない

事件により J) と羅訳するように， r非死刑事件Jの趣旨である。

40) “libellus famosus"の趣旨であろう。

41) “vnschuldig"は，グリム・ドイツ語辞典によれば，“unberechtigt，ohne compe 

tenz"の語義がある。

42) Schroeder， S. 171は「故意j と註解する。

43) テキストは，“nachertindung solcher ubelthat als die recht s呂gen"である。

Gobler，ぽt.110は，“posttale compertum maleticium (ut ius canunt)" (f (諸法の
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命ずるように)このような犯行が明らかになった後にJ) とする。なお， i諸法jの

趣旨は判然としない。 Vogel， art. 110は，この文言を訳出していない。

44) テキストは，“deroso on habende仕eiheytmuntzen"である。

Gobler， art.111は，“eorumqui absque priuilegio monetam signant， seu cudunt" 

u特権なくして貨幣を刻印し，鋳造する者のJ) とする。 5chroeder，5.171の註解も

向趣旨である。

45) 5chroeder， 5.171は， i二詞一意 (Hendiadyoin)Jと註解する。

46) テキストは，“Woaber jrgent e戸lereyns andern muntz vmbreget， oder widerumb 

in tiegel brecht vnd geringe muntz daraus mecht"である。

Gobler， art.111は，イタリック部分を“aut))と羅訳する。これに対し， Vogel， art. 

111は，“celuiqui pour alterer la monnoye d'un autre， la refondra & la fera moindre" 
とする。これは， Clasen， art.lll， Vが，専ら劣貨を?創出するため混ぜ物をする行為

をと記述していることと呼応する。グリム・ドイツ語辞典によれば，“oder"には，

“dasselbe erweiternd oder einschrankend， berichtigend oder verdeutlichend und na-

her bestimmend"のような用例もあることをケ勘案し，ブオーゲル訳に従う。

47) 5chroeder， 5.171 は，“Rechteeines Grundherrn"と設解する。 Clasen，art. 112， V 

によれば，国家又は団体に帰属する年間収援を記録した帳簿である。所有地，農

地，葡萄闘，牧草地，菜園，居宅なども記載される。

これに対し， Langbein， art.111 [== 112Jは，端的lこ“deed"(1擦印証書，不動産

譲渡証書J) とする。

48) Vogel， art.112は，以上の目的物について，“signatures，lettres， obligations， regist-

res" (i印章，文書，債務証書，登録簿J) という訳語を与える。

49) テキストは，“sollzu peinlicher straff angenommen"である。

Gobler， art.113は，“adcapitalem poenam de se sumendam prehendatur" (i刑事

罷に処すため拘禁されなければならないJ) とするが， 5chroeder， 5.171は， i (その

者に対し)手続が開始されなければならないJの趣旨であるとする。

50) テキストは，“nachgeuerlicheyt gros gestalt vnnd gelegenheyt der sachen vnd der 

person"である。

Gobler， art.114は， "iuxta enormitatem， quantitatem， & qualitatem rei & perso-

nae" (f事件及び人物の非道，程度，性質に応じJ) とするので，構文解釈はこれに

従う。

51) テキストは，“innpranger oder halseisen gestelt"である。

Gobler， art. 115 ，丸、ublicoloco， seu pressurae... torqui'que infami adfigatur" 

(i公の場所すなわち群衆の中で，恥辱の首輸を掛けられるJ) とする。

52) 直訳は， r耳bずべき態様でJであろう。 Clasen，art. 118， (5)は，“obturpem libト

dinem cum ea expendam" (i女に対しliflずべき情欲をみたす目的でJ) と設解する。
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53) テキストは， "auff beklagung der benottigten inn ausfurung der misthat"である。

Clasen， art. 119は，“propterhoc delictum accusatur， nec non de ejus perpetratio-

ne legitme convincitur" (rこの罪について弾劾され，かっ，犯行について適法に有

罪な立証されるJ) という要旨を挙げるほか， Schroeder， S. 173は，“innausfurung" 

を「立誌があった場合」と註解する。これに対し， Gobler， art.1l9は，“exaccusatl-

one compressarum in prosequutione maleficii" (r犯罪の笑行に際し強姦された者に

よる弾劾に基づきJ) とするが，疑問である。

54) テキストは，“Sowollen wir doch welcher solchs lasters betruglicher weis， mit wis-

sen vnd willen vrsach gibt vnnd volnbringt， das die nit weniger dann die ehebriト

chigen peinlich gestrafl丘werdensollen"である。

イタリック部分は，“swelcher(= wenn irgend welcher)"の趣旨と解する。 Gobler，

art.121 は，“statuimustamen， eos quicunque tali crimini. . .occasionem dederint， 

illud' que perpetrarint. . . capitali poena plectendos esse" (rかかる犯，努の機会を設け

実行した者が刑事罰をも処罰されるべきことを定めるJ) と羅訳する。

イタリック部分以下の条件節は“das"以下の日約書巨の中に含まれるべきであろう。

55) テキストは，“vmbeynicherley genies willen， wie derηamen heが'である。

Gobler， art. 122は，“turpislucri gratia， quocunque nomine id appelletur" (rどの

ように呼ばれるにせよ，恥ずべき利得のためにJ) とする。なお， Schroeder， S.173 

は， rどのような種類のものであるにせよ」の滋味であると註解する。

56) Gobler， art， 124は，“offendiculum"(r怒り J)の訳語伝当てる。

57) 193条， 194条参照。

58) テキストは，“Aberdie jhenen， durch welcher verkundtschafftung richter oder 

oberkeyt die ubelthetter zu geburender straff bringen mochten， das mag on ver 

wirckung eynIcher straff geschehen"である。

(1) Guterbock， S.229は，テキストには誤りがあるが，テキストの趣旨は明白で

あり，誤りを指摘するだけで足りよう，とする。パンベルゲンシス 149条は，“Aber

die jhenen durch welcher verkuntschafi仇ungRichter oder oberkeyt die vbeltetter zu 

geburender straff bringen mochten， haben domit kein straffγerwurckt"であり，意味

が通達し，かっ，以下に挙げるクラーセンの註解とも符合する。

(2) Gobler， art. 124は，“Porroille quorum opera proditioηem explorauit， 

inuestigauit'que iudex & magistratus， quo facinorosi iusta poena adficiimtur， haud 

sanとculpamhabent， aut ullis poenis subiiciendi sunt" (r裁判官又は官怒が，犯人に

相応しい刑罰そ科すため背叛骨解明することに貢献した者は，資径を?負うことな

しいかなる刑罰にも処せられではならないJ) とするが，この緩訳からはこの規定

の趣旨は必ずしも判然としない。

これに対し， Clasen， art. 124は，“Interimilli a deZicto proditionis ejusque poena 
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sunt immunes， quorum ministerio Judex aut Magistratus delinquentes investigare， 

eosque debitis poenis coercere poterit" (r裁判官又は官憲が犯人を探知し， しかる

べく処罰することにその働きによって貢献した者は，背叛の罪とその刑罰を免れ

るJ) と註解する。この規定:(f，主，親族等の犯罪について裁判官又は官怒に情報を

提供する者は背叛の責めを負わないという，一般約な免資規定と解するものである

が，妥当な解釈であろう。

59) カロリーナ 126条は，“Raub"の構成要件を記述しておらず，刑罰のみを定める。

R. His， Das Strafrecht des deutschen Mittelalters， Teil 2， 1935， S. 202によれば， ドイ

ツ中世における“Raub"は，反抗抑圧としての暴力営成立婆件としない，公然たる

奪取を意味し，暴力は加護事由にとどまった。また，場合によっては，公道あるい

は林野における奪取のみが強盗とされたようである。 R.v. Hippel， Deutsches Strajこ

recht， Bd. 1， 1925， S.184は，カロリーナはこのような強盗概念を引き継いだものと解

する。しかし， F. Scha偽tein，Abhandlungen zur Strajトechお;geschichte，1986， S. 140王は，

カロソーナ 126条がゲソレマン法，ローマ法のいずれを前提とするかは不明であるが，

カロリーナ以後の普通法学説がイタリア法にならい“Raub，rapina"を強奪の意味に

解した事実を指摘しているので， r強盗j と邦訳する。

60) Schroeder， S.175は端的に“vorsatzlich"と註解する。

61) Gobler， art.128は，“per・duelliones，grassatores， & communes hostes" (r反逆者，

強盗，公共の敵J) とする。

62) テキストは，“wodi巴seltヲenan verdechtliche end， als obsteht， austretten， die leut 

bei zimlichem rechten vnd billicheyt nit bleiben lassen， sonder mit bemelten austret同

ten， von dem rechten vnd billicheyt zu bedrohen oder schrecken vnderstehn"であ

る。

Gobler， art. 128は，“siquidem ad loca suspecta， ut supra dictum est， profugiant， 

nemini aequum ius'que concedentes， sed in memorata fuga a iure & aequitate ab-

horrentes， minis ter・rere(= aut terroreJ pergant" (r上にいうように，不審なる場所

に遁走し，脅迫又は威嚇を行い，何びとに対しでも衡平と法を拒み，法と衡平から

遠ざけるJ) とする。なお， Clasen， art. 128， II は，“aliosa Jure suo & aequitate mi-

nis aut terrore abstrahunt"と註解しており，ゴブラー訳は亀甲括弧内のように訂正

する。

63) テキストは，“vnangesehen，ob sie sunst nit anderst mit der that gehandelt het-

ten"である。

Gobler， art. 128は， "etiam si de facto nihil perpetrarint" (r行為として何事も行わ

なかった場合においても J) とする。

64) Clasen， art.128， IIは，侵害又は強要の意図を推認しうる行為が行われた場合も処

罰する趣旨である， とする。
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65) テキストは，“Woaber jemandt aus forcht eyns gewalts， vnd nit der meynung ge-

meynt vom rechten zu dringen， an vnuerdechtlich ende entwich， der hat dardurch 

diese vorgemelte straff nit verwurckt"である。

Guterbock， 5.230は，イタリツク部分を，“nitder meynung， yemant vom rechten 

zu dringen"の誤記であるとする。

Gobler， art. 128が，“nonaliquam主iuresuo deturbandi opinione. . . profugiat"と

するのは，テキストに訂正を加えたJ二での羅訳である。

66) Gobler， art. 129は，“dominium"(r領地J) とする。

67) Bohmer， art. 129， S 2によれば，“derjren feindt wer"は f同盟者 (socius，confe-

deratus)の激」を意味する。

68) 5chroeder， 5.176は， r二詞一意(Hendiadyoin)Jとする。

69) テキストは， "W 0 aber solche ubel offt geschehe， wollen wir die gemelten ge-

wonheyt des vergrabens vnnd pfelens， vmb mer forcht willen， solcher bosh在阪igen

weiber auch zulassen， oder aber das [= das) vor dem erdrencken die ubelthatterin 

mit gluenden zangen gerissen werde， alles nach radt der rechtuerstendigen"である。

(1) Vogel， art.131は， "a moins qu'elle ne l'eut commis plusieurs foふauquelcas， 

pour inspirer plus d'horreur contre la cruaute de pareillrs femmes， Nous voulons 

que le premier supplice soit employe， ou bien que la personne criminelle soit tenail-

lee avec des fers ardens avant que d' etre precipitee dans l' eau， le tout sur l' avis que 

I'on demandera aux Gens de Loy" (f[犯人たる〕女が子殺しを反復した場合を徐

しこの場合においては，惑性のこの種の女の残酷さに対し一層の恐怖をど吹き込む

ため，朕は，全て法有識者の勧告に従い，上の刑罰が適用されるか，又は，犯人が

水没させられるに先立ち焼けた鈴子により〔身体を〕挟まれることを欲するJ) とす

るが，適切であろう。

(2) ただし，イタリック部分のテキストに対する仏訳は疑問である。 Gobler，

art.131 は，“siflagitium istud in districtu seu regione aliqua仕equentiuscontinge酬

ret" (rかかる犯罪が頻発する裁判IX又は地域があるときはJ) とする。

70) テキストは，“auchdeshalb zu weither suchung， antzeygung geschicht"である。構

文的にも意味的にも，適切な理解が図難であるように思われる。

(1) Remus， cap.131は，“itatamen vt inquisitio exactissima fiat" (r以上は，厳

密なる札間が行われるためであるJ) とするが，イタリック部分は訳出されていない

ように思われる。

(2) Gobler， art.131 は，“Acsi quod ad ulteriorem inustigationem inquisitio-

nem' que iudicium [= indicium) fit" (fすなわち，さらなる取調べ及び札向により何

らかの徴滋が生ずるならばJ) とする(亀甲括弧内の誤植と解する)。条件文に訳し

うるかは疑問である。
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(3) Vogel， art.131は，“pourcet effet on procedera a une plus ample perquisiti-

on" (1この目的のため，さらなる取調べがなされよう J)とする。また， Clasen， 

art.131， IIは，この部分について，裁判官に対し， 1被告人が無罪を主張し始めこれ

を貫徹しようとする場合は，主張された理由の真実性を正確に札現する」ことを命

ずる規定であると註解する。いずれも，イタリック部分を反映していないが，上記

テキストの理解としてよち合理的であるように窓われる。

71) テキストは，“Dochso eyn weibsbild eyn lebendig glidtmessig kindtlein also 

heymlich tregt， auch mit willen al!eyn， vnd on hilff anderer weiber geburt， welche 

on hilfliche geburt， mit todtlicher verdechtlicheyt geschehen mus"である。

Guterbock， S.230は，イタリック部分:a-，パンベノレゲンシス 156条に現れる“mit

todtlicher verdlichkeit"の誤記であるとし，このように訂正してはじめて， 1意図的

に独り出産すること自体，生命を危険に曝すものであり，ゆえに子殺しの徴滋たり

うるj と註解する。

なお，グリム・ドイツ語辞典は“fahrde"に“fahr，gefahr， gefahrde"の語義守与え

るので，“verdlichkeit"は f危険性Jと解する。

72) テキストは，“soeyn weib jre kind， 11mb das sie des abkumm von jr legt， vnd das 

kind wirt funden vnd ernert die selbig mutter sol!， wo sie des uberwunden vnd be-

dretten wirt"である。

Gobler， art. 132は，“simulier infantem suum， propterea ut a se abdicet alienet'que， 

expoηit， & infans seu partus sic quidem fuerit inuentus， atque nutritus， ea ipsa mater 

utique si conuictua conquisi似 'queかerit"(1女が子を遺棄するために放霞したが，子

が拾われ養われた場合において，この母親が有罪を証明され捕縛されるときはJ) と

する。また， Clasen， art. 132は，最初のイタリック部分をより明確に，“animoali 

enandi， ne eum alere teneatur， exponens" (1養育の責めを免れるため遺棄する意思

で放置するJ)と註解する。

なお， 1有罪を証明され捕縛される」は， 1捕縛され有罪を証明されるJの趣旨で

あろう。

73) Gobler， art. 133は，“detractio"の訳語を与える。

74) テキストは，“sichvngegrundter vnzulessiger artzenei， die jm nit gezimbt h日tvn-

derstanden"である。

Gobler， art.134 "improba prohibita'que medicina seu pharmaco， quod non decuit， 

usum fuisse" (1用いるべきでない，禁止された， (医者にとって〕相応しくない医

薬を用いたことJ)とする。

75) テキストは，“soer der uberwunden sein leib vnd gut verwurckt hett"である。

Vogel， art. 135は，イタリツク部分を「身体刑j とする。これに対し， Gobler， 

art.135は， 1身体刑及び死刑Jの訳語を与えるほか， Clasen， art. 135， I は，本条の
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対象となる罪の性質として， r有罪を証明されるならば，生命及び財産を最j毒事され

る」ものとしている。

以上のように問題があるが，訳としてはテキストに従う。

76) テキストは，“innrecht erfordert oder bracht wurde"である。

Gobler， art 135は，“iniudicium uocaretur"とする。

77) テキストは，“solcherb vnd g註tterder oberkeyt der die peinlichen straff， bus， 

vnd fell zustehn， heymgefallen sein"である。

Gobler， art.135 !丸、amhaereditam illius & bona magistratui， cuius & poena 

corporalis seu punitio est， debere" (rその者の遺産及び財産は，身体刑ないし刑罰

を科すべき宮古まに帰属するJ)， Vogel， art. 135は，“ellesera confisquee au profit du 

Seigneur a qui appartiennent les droits de Jurisdiction， d'amendes & de confisca-

tion" (rそれは，管轄，罰金及び没収の権限を有する管室支のために没収されるけと

するが，いずれもテキストとの対応関係にやや問題があろう。

78) テキストは，“wosich aber eyn person ausserhallヲobgemelter0仔enbarenvrsachen 

auch inn fellen da er sein leib alleyn verwirckt， oder sunst aus kranckheyten des leibs 

melancolei， gebrechlicheyt jrer sinn oder ander dergleichen blodigkeyten selbst tod-

tet"である。イタリック部分の解釈が困難である。

(1) レクサー・中高ドイツ語辞典が，“umden vorhergehenden satz zu verstaト

ken， zu bestatigen od. zu erklaren"という語義そ示すので， これに従う。

(2) なお， Gobler， art. 135はゾ‘siqua uero perosna extra praedictam manifestam 

causam，日tquein casibus in quibus corpus tantum perdidit， aut morbo aliquo cor 

pris， utpote melancholia， defectu sensuum， aut alia simili aegritudine aliqua sibi 

mortem consciscat， inferat' que" (rある者が，上にいう明白な理由以外の理由から，

すなわち，専ら身体刑をもって処罰されるべき事件において自殺し，又は，身体の

疾病すなわち欝病，精神虚弱その他類似の疾病から自殺するときはJ) とする。ま

た， Vogle， art. 135も，“maissi une personne qui se tueroit elle meme，がaVOlt

point agi par les motifs connus dont il vient d'etre parle， ou que ce fut seulement 

dans le cas d'avoir merite une puinition corporelle， ou que ce f1白td'ailleurs I'effet 

d'une maladie du corps， de la melancholie， de la foiblesse de I'esrit， ou de quelque 

autre infirmite semblable"として，実質的にはゴブラー訳と陪趣旨である。

79) テキストは，“hateyner eyn thier， das sich dermassen erzeygt， oder sunst， der art 

vnd eygenscha飴 ist，dardurch zu besorgen Ist， das es den leuten an leib oder leben 

schaden thun mocht"である。

Clasen， art. 136， Iは，獣の危険性は二つの現れ方，すなわち，①それまで大人し

かった獣が不意の出来事で凶暴さを示す場合，②生まれっき凶暴な'性質である場合

があると註解する。
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80) テキストは， "der gewonheyt nach， ein fursetzlicher mutwilliger morder mit dem 

rade， vnnd eynander der eyn todtschlag， oder aus gecheyt vηd 20rn gethan， vnd sunst 

auch gemelte entschuldigung nit hat， mit dem schwer vom leben zum todt gestrafft 

werden sollen"である。

Gobler， art.137は，イタリツク部分を，“aliusvero qui homicidium uel ex imp巴tu，

praecipitatione， uel ira perpetrauit， nec praedictam excusationem habet" (rこれに対

し，あるいは衝動，衝撃，あるいは憤怒から故殺を犯し，上の免責事白石ケ有しない

{也の者J) とする。また， Schroeder， S. 178は，“oder"は編纂上の過誤であり，削除

されるべきだとする。

81) Gobler， art.137は，“promaiori terrore incutiendo" (rより大きな恐怖をもって

〔一般人を〕戦傑させるためJ) という訳語を与える。

82) テキストは，“werdendoch die jhenen， so solch entleibung thun， aus guten vrsa 

chen als etlich alleyn von peinlicher vnd burgerlicher straff entschuldigt"である。

Guterbock， S.240は，テキストには編纂上の過誤があり，イタリック部分はパン

ベノレゲンシス 163条のテキストと悶様でなければならないとする。パンベノレゲンシ

ス 163条は，“werdendoch die jhenen， so solch entleibung thun，叩sguten vrsa叩

chen， als etlich alleyn von peiηlicher， vnd dann etlich andere von peinliche und burger-

licher straff， entschuldigt"である。本文は訂正されたテキストを前提にするものであ

る。

83) Schroeder， S.178 Iふ“angreifen"，Vogel， art.139は，“attaquerη の訳語を与える

ので，これに従う。

84) Gobler， art.140は，“sons"(r可罰的J) とする。

85) テキストは，“todtlicheanfechtung oder benotigung"である。

Guterbock， S.240は，“tatlicheanfechtung oder benotigung"の誤記であるとする

ので，これに従う。

86) Gobler， art.142は，“allegatusfasssus'司ueimpetus atque insultus" (r主張されか

つ争いのない襲撃すなわち攻聖書〔の事実)J) とする。

87) テキストは，“derangezogen todtschleger"である。

Gobler， art. 142は，たんに“homicida"(r殺人者J) とする。

88) この部分は，他の条文にも散見される，論理的・因果的関係を転倒させる表現で

ある。「弾劾された殺人者が，その主張する防衛行為に関し，正当防衛について上に

定めるように，殺害された者から生命に危険のある武器を用いた最初の攻撃を受け

たことを証明し，かつ，認定された最初の侵害について弾劾人が正当な理由を証明

しないときはJという趣旨であろう。

89) テキストは，“vndsoll doch gemelte kuηdtschafft beyder theyl mit eynander zu-

gelassen vnd gestelt werden. Nemlich ist hierinn zu mercken. .."である。
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Gobler， art.143は， μ&nihilominus praedicta testimonia utriusque partis pariter 

admitti ac produci debent. Praecipue uerむinhis notandum est. . ." (1そして， それ

にもかかわらず，両当事者により既に申し立てられている証言は，許容され，かっ

提出されなければならない。証言については，特に〔次の点について〕留意されな

ければならない。J) とする。

90) テキストは，“busvnd besserung"である。

αbesserung"は，グリム・ドイツ語辞典によれば，“satisfacito，mulcta， busze vor ge司

richt"の語義がある。

91) テキストは， "Nemlich ist hierinn zu mercken， so eyner der ersten benotigung 

halb redlich vrsach zur notweer gehabt， vnd doch inn der th抗 nitalle vmbstende， 

die zu eyner gantzen entschuldigten notweer gehoren， gehalten hett， ist not gar eben 

zu ermessen， wie vil oder wenig der th孟tterzur thatt vrsach geh且bthabラ γnnddas 

βirther die straff an leib leben oder aber zu bus vnd besseruηg erkant werd"である。

(1) Gobler， art.142は，“Praecipueuero in his notandum est， si quis primae 

coactionis seu impetus causa legitimam rationem occasionem'que inculpatae tutelae 

habuerit， nec tamen in facInore omnes circumstantias quae ad plenam inculpatae 

tutelae purgationem excusationem' que pertinent， tenuerit: diligenter expendendum 

esse quot causas rationes' que patrator seu facinorosus ad delictum habuisset， & 

propterea poenaωrporis， vitae， aut mulcta， & emendatio， correctio'que declaraルerit"

(f証言については，特に〔以下の点について〕留意しなければならない。すなわ

ち，ある者が，最初の強制又は攻撃に対し正当防衛を行う正当な理由，事情を有し

ていたが，行為に際して， JE当紡衡による完全な免貨に必要な全ての事情をみたし

ていなかった場合は，身体刑，死刑あるいは罰金刑及び損害賠償〔のいずれか〕が

言い渡される根拠となる， どの程度の理由が犯人に存在していたかが僕震に考量さ

れなければならないJ) とする。本文は，このような解釈に従うものである。

(2) これに対し， Vogel，呂rt.142は，“enquoi il faut particulierement prendre 

garde， que lorsque celui qui a eu des raisons legitimes pour une defence necessaire 

dans le cas d'une premiere attaque，ぜapoint observe durant l'action toutes les cir-

constances requises pour une defence necessaire & parfaitement excusable; les Juges 

doivent soigneusement pezer le plus ou le moins de raison qu'il a eu pour com-

metre l'action， afin de dicerner， s'il merite un chatiment corporel， la peine de mort ou 

autre correction"とする。どのような刑罰が相当であるかを「判断するためにJ，行

為時の事情念裁判宮は考慮、しなければならない， と解するため，ゴブラー訳と異な

るテキスト解釈であるが，実質的な法意は伺じことになる。

92) テキストは，“sollendie vliheiler bei den verstendigen so es vor jn zu schulden kompt， 

der straff halb radts pflegen"である。
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(1) グリム・ドイツ語辞典によれば，“schuld"は，“anschuldigung，klage， das je 

mand zur last gelegte verbrechen"を?意味する場合があるので，テキストは， r判決

人の面前において訴訟となるJと解することもできる。

(2) 5chroede~ 5.181は，イタリック部分について，“wennes von ihnen (den 

Urteilern) zu entscheiden ist"と註解し， Vogel， art. 146も，テキストを，“LesJuges 

qui seront obligez de prononcer dans ces occasions consulteront les Gens de Loy sur 

la peine a infliger"とイム訳する。また， 150条には，“sodiser sach eyne fur den Rich-

ter vnnd vrtheyler kompt" (rこれらの事件の一つについて裁判官及び判決人が判決

を行うべきときはJ) という文言が見える。

以上の理由から，本文の訳とする。

(3) Gobler， art.146が，“quumpatratum delictum fuerit" (r犯罪が行われたの

でJ) とするのは，“schuld"の3番目の語義に従うものであろう。しかし，“vorjn" 

の部分が省略されており，疑問がある。

93) テキストは，“disefell offt zu schulden kommen"である。前注参照。

94) テキストは，“hierumlヲsollendie vrtheyler inn disen obgemelten fellen allen 

(wann es zu schulden kompt) angezeygter erklerung halb， der vorgemelterγ'erstendiger 

leut radt nIt verachten， sonder gebrauchen"である。

Gobler， art. 146は，イタリツク部分を，“memora仰edeclarationis ergo peritorum 

(ut diximus) consilia non contemnere， sed illis ipsis uti debent" cr (上に定めるよう

に)法有識者による，ょに示した説明に関する鑑定を無視することなしこれを用

いなければならないJ) とする。

95) Vogel， art.148は， "de propos delibere， & formant le dessein de tuer qeulqu'un 

mechamment" (r予謀に基づき，故意をもって何びとかを殺害する計画を立てJ) と

する。

96) Gobler， art. 148; V ogel， art. 148は「十分な理由なく」と直訳するが，どのような

事態を指すか判然としない。これに対し， Clasen， art.148は，“absquelegitima cau-

sa" (r正当な理由なく J) という羅訳を示すほか， Kress， art. 148， S 3は，註解とし

て， r殺害された者が甚だしい侮塁手を加え，あるいは段ることで， [殺害者を〕刺激

したJような場合を挙げるので，本文のような訳を与えた。

97) テキスト比 "Aberder ander beistender， heZf決rul1dγrsacher straff haZber， von 

welchs handt obbestimbter massen der entleibt nit todtlich verletzt worden ist"であ

る。

V oge!， art. 148は， "a l' egard de la pUl1itiol1 des autres assistans， aides & auteurs， 

par la main desquels le mort n'aura point re刊 decoups mortels en !a maniere sus-

dite" (r死者がその手によって上のような生命に危険をもたらす一撃を加えられてい

ない，その他の常助者，助力者，加功者の処罰についてJ) とする。
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Clasen， ar・t.l48IIIは， f常助者又は加功者が，殺害された者に対し攻撃を加えた

が， しかし生命に危険をもたらす傷害を食わせていない場合についてはJ，法有識者

の鑑定が求められている， と註解しており， Vogel訳は適切だと考えられる。

98) テキストは， "Aber der ander beistender， helffer und vrsacher straff halber， von 

welchs handt obbestimbter massen der entleibt nit todtlich verletzt worden ist， auch 

so eyner inn eyner auf志向roder schlagen entleibt wurd， vnd man mocht keinen wisω 

sen dauon er als vorsteht verletzt worden wer， Sollen die vrtheyler bei den rechtu-

erstendigen vnd an enden vnd orten， wie hernach gemelt wirdet， radts pflegen， mit 

ero五fuungaller vmtヲstendevnd gelegenheyt solcher sachen， sovil sie erfaren kunden" 

である。

Clasen， art. 148 IIIが，①「常助者又は加功者が，殺害された者に対し攻撃を加え

たが， しかし命に危険をもたらすような傷害ぞ負わせていない場合J，②「又は，何

びとかが騒援の中で殺害されたが，殺害した者若しくは傷害した者が全く不明の場

合Jは，法有識者の鑑定が求められている，と註解していることを参照して本文の

訳とした。

99) テキストは，“wanninn solchen fellen nach ermessigung mancherley vmstende， 

das nit alles zu schreiben Csein， J vnderschiedlich zu vrtheylen ist"である。

本文は，亀甲指弧内のように補充した訳である。

100) テキストは，“(soman die gehaben vnd solchs geschehen kan)η である。

Gobler， art.149; Clasen， art.149は，端的に“(sihaberi possunt)"とするので，こ

れに従う。

101) テキストは，“Hernachwerden etliche entleibung inn gemeyn berurt， die auch 

entschuldigung auff jnn tragen mogen， so darinn ordenlicher weis gehandelt礼irdt"で

ある。

(1) イタリツク部分の訳ないし解釈は多様である。① Clasen，art. 150はJ‘dum-

modo occidens modum observaverit" (r殺人者が節度を遵守した場合に限り J)，Re-

111日s，cap.150は，“si1110dus quidem non excedatur" (r節度が超えられない狼り J)， 

Stephani， art. 150は，“si1110do modus adhibeatur" (rそもそも節度が遵守される限

りJ) とする。② Gobler，art. 150は，“sidebito ordine in iis procedatur" (rそれら

についてしかるべく手続が行われるならばJ)，~高訳 150 条は， r正規の方法によりて

審理せらるるん③ Vogel， art.150は，“lorsqu'elle est etablie dans les regles" U規則

に定めがあるときはJ)，④ Langbein，art. 150は，“inorder that they may be pro-

perly handled" (rそれらが適切に扱われるためにJ) とする。

(2) “handlung"が手続を意味するので，②のような解釈もありうる。他方，本

条が掲げる事例を考慮すると，イタリック部分'e殺人者の行為態様に関する限定と

解する余地がある。とりあえず①の訳に従うが，弁識カのない者の行為や家畜によ

344 



〔翻訳〕カール5世刑事裁判令 (1532年)試訳 (2)

る加害について「節度Jないし「適切性j を問題にしうるか疑問が残るところであ

る。

102) 120条は，姦通の場合の殺人について規定せず，これについて定めるのは 142条

である。パンベノレゲンシス 145条が，姦通に関する規定の中で，姦夫，姦婦を殺害

する夫の行為の不可罰を定めていたため，カロリーナの立案者がカロリーナ 120条

がパンベノレゲンシス 145条と同一内容であると誤解した結果生じた誤りである。

Vgl. 5chroeder， 5.181. 

103) 免責は事件の個別的事情に依浮い判定・判断が関難である，ということを前提

とする趣旨であろうか。

104) 5chroeder， 5.182は，“inboser Absicht"と註解する。これに対し， Kress， art. 150 

& 12は，この部分が，発見された侵入者ではなく，発見した家人にかかるのである

から，発見者である家人について「慈しき意図jなどな想定できないはずであると

いう理由を挙L久本文のような解釈を示す。クレスの理解が妥当であろう。

105) テキストは，“Hierumbso diser sach eyne fur den Richter vnnd vrtheyler kompt， 

sollen si巴 beiden rechtuerstendigen vnd呂n巴ndenvnnd orten wi巴 zuend diser vn-

ser ordnung angezeygt radts gebrauchen， vnd jn nicht eygen vnuernunfftige regel vnd 

gewonheyt darinn zu sprechen machel1， die dem rechten widerwert，恕sein"である。

(1) イタリック部分の“jn"の意味が明らかでないが，その点を除くならば， iこ

れらの事件において言い渡すべし法に反する独自の不合理な湧別又は僚習を創出

しではならないj となろう。

なお， Zoepfl， 5. 128によれば，第 1次草案では， Hjn"は“inen))となっており，ま

た，“jn"を“ihnen"と表記するものとして， Blumblacher， art. 150; Clasen， art.150 

がある。

(2) Gobler， art. 150は，イタリツク部分色、ecipsi sibi singulares aut proprias 

nullius legitimae rationis regulas seu conseuttudines in his decernendis statuant" 

(iこれらの事件について判決するに際し，自らのため，適法な根拠を欠く独自若し

くは固有の規則又は慣習をど定めてはならないJ) とする。イタリツク部分が "jn"(= 

“inen")に対応するのであろう。ゴブラーは，“jn"を?“sichselbst"の慈味に解した

のであろうか。

また， VogeI， art.150が，“sedonneront bien de garde dans les juguments qu'ils 

auront主rendre，de se former eux-meme des regles & des usages peu raisonn呂ble& 

contraires aux Loix" (r下すべき判決において，不合理で、諸法iこ反する規!m及び慣習

を自ら案出することに替戒しなければならないJ) とするのも，ゴブラー訳と同趣旨

であろう。 Cf.5tephani， ar仁150.

(3) 以上の点、佐考慮し，疑問を留めつつ，本文の訳をとる。

106) テキストは，“jrehandlung darauff richten， wie sie jn das recht zu gut verlengen" 
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である。

Schroeder， S. 182は，“zuihren Gunsten den Prozes in die Lange ziehen"と註解

する。この場合，“jn))は“ihnen"を意味すると解されよう

107) Kress，耳目.151は，“erbietigヘClasen，art. 151は，“urbietig"と表記するが，グリ

ム・ドイツ語辞典によれば，その語義は， "promptus， paratus"である。

108) テキストは，“wessie fur entschuldigung solcher thatt halb weisen wolten"である。

:i.語，動認が単数の誤りであることの理由については， vgl. Schroeder， S.182. 

109) テキストは，“Sodann der richter mit gehabtem radt der rechtuerstendigen die sel-

ben weisung乱rtickeldafur erkent， wo die bewiesen wurdeη， das dieselben邑ngezelg-

ten vrsachen， die beklagten vnd bekannten thatt von peinlicher straff entschuldigen" 

であるが，イタリック部分は，論理約に見て，“das"に導かれる副文節の中に位置

すべきであろう。 Gobler，art.151も，“sicutヲiiuderx habito Iurisperitorum consilio 

eiusmodi probationis articulos existimat tales， ut ubi probati戸erint，accusatum & 

confessum delictum a publica seu criminali poena excusarent"とする。

110) テキストは， "auch wes der anklager dienstlichs darwieder weisen wolt"である。

Gobler， art. 151は，“autsi quid etiam contra accusator intenderet" (i弾劾人が反

証として何を〔証明しようと〕意図しようとも j) とする。 Remus，cap.151も悶趣

旨である。

111) テキストは，“soes zu schulden kompt"である。

Schroeder， S. 182は，“wennes zu entscheiden ist" (r裁判すべきときはj) とす

る。また，次注lこ挙げるように，ゴブラー訳は「犯罪が行われる場合はj，フォーゲ

ル訳は「証人尋問の実施においても jである。

シュレーダーの註鮮に従う。なお， 146条注を参照。

112) テキストは，“auchdurch dieselben oberkeyt deshalb (③J kundtschafft verhorer 

vnd anders verordnet gehalten vnd gehandelt werden， wie vor imm zwen vnnd secht-

zigsten artickel anfahend， Item wo der beklagt etc‘ vnd etlichen artickeln darnach 

von form vnd m丘sder weisung gesatzt ist， (②J sampt etZichen hernachuoZgenden ar-

tickeln， so es zu schulden kompt (，) angesehen vnd darnach gehandelt"である(亀甲

括弧内数字・カンマは訳者が挿入)。

(1) Gobler， art. 151は，“Etab ipso magistratu commissarii & examinaωres ordi-

nentur， alias'que omnia fiant， quemadmodul11 supra in sexagesil11osecundo， & aliis 

sequentibus aliquot Articulos de forl11a & 1110do probandi statuil11us， pariter'que 

iuxta sequentes aliquot ArticuZos (sicubi delictum patratum sit) agatut" (i上の 62条及

び63条以下の数筒条において証明の形式及び方法について定めるように，当該官憲

により受任裁判官及び尋問者が任命され，かつ，全て〔の手続〕が行われなければ

ならない。同様に， (犯罪が行われる場合は，)それ以下の数箆条に従って手続が行
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われなければならないJ) とする(むろん，“(sicubidelictum patratum sit)"という緩

訳は疑問である)。

(2) Vogel， a抗 151~丸、 cette effet la J urisdiction qui connoitra de cette affaire， 

fera proceder a la deposition de temoins， & ce qui en depend， ainsi qu'il a ete mar-

que cy-dessus dans l'article LXI. & quelques autres suivans， 0むilest traite de la 

form & de la mesure requisεdans les preuves， & de quelle maniere on doit se con-

duire dans l'examen criminel" Uこのため，当該事件を審判すべき裁判所は，証明

に必要なる形式及び範聞について定める上の 61条以下に示されるところに従い，証

言及びその関連事項につき手続を行い，かつ，刑事の証人尋問の実施においても同

様に手続を行わなければならないJ) とする(ただし，イタリック部分②は正確には

訳出されていない)。

(3) イタリツク部分①の“kundおchafftverhorer vnd anders verordnet [， vnd es) 

gehalten vnd gehandelt werden"には，言語甲括弧内の語句を持入することが考えられ

る。本文は，そのような挿入を前提とする訳である。前掲ゴブラー訳も，これに類

する訳である。

(4) イタリック部分②は，ラテン語の絶対等格句に相当するものと解される。ゴ

ブラー訳も， このような理解を前提にするものであろう。

なお，本条に対応するパンベノレゲンシス 176条のこの箆所は，“Auchsollen etlich 

artickel nechst hernachvolgent desshalb angesehen， vnd so dieselben fell zu schulden 

komen， darnach gehandelt werden" (1この点に関し以下の数街条が遵守されなけれ

ばならず， この種の毒事件が訴訟となるときは，以下の数箇条に従って手続が行われ

なければならないJ)であり，本条よりも明確な規定振りとなっている。

113) テキストは，“weisungartickeln nit beschliessen"である。

Clasen， art. 152は， これを“articulinon-concludentes"と緩訳し， Iそれについ

て，真実解明のため証人が供述しでも，被告人が証明を意図したことが明らかにな

らないJような証明項目である， と設解する。 Schroeder，S.182は，“schl註ssig))と

註解する。趣旨に即して意訳した。

114) テキストは，“Sosollen des beclagten freundt dem klager zuuorderst， vor dem 

Richter vnnd vier schoffen， nach ermessung der selben notturffiglich caution， siche 

rung vnnd bestandt thun， ob sich solche furgebne enぉchuldigμη~g des beklagten inn der 

ausβirung mit recht nit elヴuηde，das dann des bekJagten freundt die atzung des be-

kJagten，丘uchdem klager kost vnd schaden， nach ermessung des selben gerichts aus-

richten wollen， darein [= darin， worin) der selbig klager， durch die vnderstanden 

vnerfindtlichen ausfurung der berumbten entschuldigung bracht wurde"である。

前者のイタリック部分は，“dasdann. .."で始まる国j文節の中に位置すべきであろ

う。また，後者のイタリック部分は亀甲括弧内のように読み替えられよう。 Gobler，

347 



art.153は，“expensa.. . quas accusator propter aIIegatas， sed minimとprobatasratio-

nes subire ac facere coactus erat"とする。

115) テキストは，“sichausfuren"である。

Schroeder， S. 183は，“denEntlastungbeweis fi註hren"と註解するが， このような

語義は，グリム・ドイツ語辞典によっても確認されない。ただし， Clasen， art. 154 ; 

Kress， art. 154; Stephani， art. 154; Meckbach， art. 154のような 17世紀， 18世紀の文

献は，“defendireぜ'と表記しており，テキストの表記が既lこ不適当になっていたと

も考えられる。

116) テキストは，“oberkeyt"である。

Gobler， art. 154は，“princepsseu magistratus superior" (i君主ないしょ級官怒J)

とする。したがって，本条の裁判官は領邦の官僚としての裁判官を指すことになる

が，領:t裁判所の裁判官についてはこの種の規定が欠ける。

117) テキストは，“Itemso sich eyner ehe er inn gefengknus kompt， eyner peinlichen 

ubelthatt， mit recht ausfuren will"である。

Schroeder， S. 183は，“denEntlastungsbeweis fuhrenヘGobler，art. 156 !ま t~iure

己xcu幼児"とする。

118) テキストは，“rechtmessigeverkundung"である。

Schroeder， S. 183は，“angemesseneBrucksichtigung zuteil werden" (i適切な配慮、

を与えるJ) と註解する。しかし，グリム・ドイツ語辞典によれば， i召喚j の語義も

あり，ゴブラーも「召喚Jの訳語を当てるので，これに従う。

119) Gobler， art.156は， これ~ r被告人Jと解する。

120) i身柄保障Jについては， 76条注参照。
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